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本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及

び評価の結果 
 

4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 

「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階

配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目

に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境保全の

ための措置に関する指針等を定める省令」(平成 24 年、通商産業省令第 54 号)(以下、「発電

所アセス省令」という。)の第 5 条の規定に基づき、事業特性及び地域特性を踏まえて計画段

階配慮事項の検討を行い、重大な影響を受けるおそれがある環境要素を選定した。 

選定した結果は表 4.1-1に示すとおり、「騒音及び超低周波音」、「重要な地形及び地質」、

「風車の影」、「動物」、「植物」、「生態系」、「景観」、「人と自然との触れ合いの活動

の場」の 8項目である。また、計画段階配慮事項として選定又は選定しない理由は、表 4.1-2

に示すとおりである。 

なお、計画段階の環境配慮では供用後の地形改変や施設の稼働に伴う影響を重視したこと、

本事業については工事中の影響を検討するための工事計画が決まるような熟度にないことか

ら、本配慮書では工事の実施による影響は対象とせず、これらについては方法書以降で取り扱

うものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4-2 

(208)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

表 4.1-1 計画段階配慮事項の選定 

 

影響要因の区分 

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作物

の存在及び供用 

工
事
用
資
材
等
の 

搬
出
入 

建
設
機
械
の
稼
働 

造
成
等
の
施
工
に 

よ
る
一
時
的
な
影
響 

地
形
改
変
及
び 

施
設
の
存
在 

施
設
の
稼
働 

環境の自然的構成要

素の良好な状態の保

持を旨として調査、

予測及び評価される

べき環境要素 大気 

環境 

大気質 

窒素酸化物      

粉じん等      

騒音及び超

低周波音 
騒音及び超低周波音     ○ 

振動 振動      

水環境 

水質 水の濁り      

底質 有害物質      

その他 

の環境 

地形及び 

地質 
重要な地形及び地質    ○  

その他 風車の影＊     ○ 

生物の多様性の確保

及び自然環境の体系

的保全を旨として調

査、予測及び評価さ

れるべき環境要素 

動物 

重要な種及び注目すべき生息地 

(海域に生息するものを除く) 
   ○ 

海域に生息する動物      

植物 

重要な種及び重要な群落 

(海域に生育するものを除く) 
   ○  

海域に生育する植物      

生態系 地域を特徴づける生態系    ○ 

人と自然との豊かな

触れ合いの確保を旨

として調査、予測及

び評価されるべき環

境要素 

景観 
主要な眺望点及び景観資源並びに 

主要な眺望景観 
   ○  

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

主要な人と自然との触れ合いの 

活動の場 
   ○  

環境への負荷の量の

程度により予測及び

評価されるべき環境

要素 

廃棄物等 

産業廃棄物      

残土      

一般環境中の放射性

物質について調査、

予測及び評価される

べき環境要素 

放射線の量      

注)1．■の網掛けは、「発電所アセス省令」の「風力発電所別表第六」の参考項目であることを示す。 

2．■の網掛けは、「発電所アセス省令」の「別表第 13」に示す放射性物質に係る参考項目であることを示す。 

3．「○」は、選定した項目を示す。 

4．＊：「風車の影」とは、影が回転して地上に明暗が生じる現象(シャドーフリッカー)をいう。 
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表 4.1-2 計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由 

環境要素 影響要因 選定 選定又は選定しない理由 

大

気 

環

境 

騒音及び

超低周波

音 

 

騒音及び超低周

波音 

施設の稼働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲に住居等が存在し、これ

らに対して施設の稼働に伴い発生する騒音が影響を及

ぼす可能性があることから選定する。 

そ

の

他

の

環

境 

地形及び

地質 

重要な地形及び地

質 

地形改変及び

施設の存在 ○ 

事業実施想定区域内に重要な地形及び地質が存在し、直

接改変による影響を及ぼす可能性があることから選定

する。 

その他 風車の影 施設の稼働 

○ 

事業実施想定区域及びその周囲に住居等が存在し、これ

らに対して施設の稼働に伴う風車の影(シャドーフリッ

カー)が影響を及ぼす可能性があることから選定する。 

動物 重要な種及び注

目すべき生息地

(海域に生息する

ものを除く) 

地形改変及び

施設の存在、施

設の稼働 
○ 

既存資料の調査により、事業実施想定区域及びその周囲

に重要な種が確認されており、これらの生息環境に影響

を及ぼす可能性があることから選定する。 

海域に生息する

動物 

地形改変及び

施設の存在 × 

陸上に設置する風力発電所であり、海域への影響は想定

されないため、計画段階配慮事項として選定しない。 

植物 重要な種及び重

要な群落(海域に

生育するものを

除く) 

地形改変及び

施設の存在 
〇 

既存資料の調査により、事業実施想定区域及びその周囲

に重要な種が確認されており、これらの生育環境に影響

を及ぼす可能性があることから選定する。 

海域に生育する

植物 

地形改変及び

施設の存在 
× 

陸上に設置する風力発電所であり、海域への影響は想定

されないため、計画段階配慮事項として選定しない。 

生態系 地域を特徴づけ

る生態系 

地形改変及び

施設の存在、施

設の稼働 
〇 

既存資料の調査により、事業実施想定区域及びその周囲

に重要な自然環境のまとまりの場が確認されているた

め、これらの環境に影響を及ぼす可能性があることから

選定する。 

景観 主要な眺望点及

び景観資源並び

に主要な眺望景

観 

地形改変及び

施設の存在 
○ 

事業実施想定区域及びその周囲に主要な景観資源およ

び眺望点が存在し、これらの景観資源や眺望点からの眺

望景観に施設の存在が影響を及ぼす可能性があること

から選定する。 

人と自然との

触れ合いの活

動の場 

主要な人と自然

との触れ合いの

活動の場 

地形改変及び

施設の存在 〇 

事業実施想定区域内に主要な人と自然との触れ合いの

活動の場が存在し、直接改変により影響を及ぼす可能性

があることから選定する。 

注)1.「○」は選定した項目、「×」は選定しなかった項目を示す。 

   2. 工事中の項目については、現段階では工事計画の熟度が低いため、方法書以降で取り扱うものとした。 
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4.2 調査、予測及び評価の手法の選定 

計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法は、表 4.2-1のとおりである。 

 

表 4.2-1 調査、予測及び評価の手法 

環境要素 影響要因 調査の手法 予測の手法 評価の手法 

騒音及び 

超低周波音 

施設の稼働 既存文献により、事業実

施想定区域及びその周囲の

学校、病院、福祉施設、住居

等の分布状況を調査した。 

騒音及び超低周波音の影

響が及ぶと考えられる範囲

内に位置する学校、病院、福

祉施設、住居等を抽出し、距

離、戸数等を算出した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 

重要な地形 

及び地質 

地形改変及

び施設の存

在 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周囲の重

要な地形及び地質の分布状

況を調査した。 

事業実施想定区域と主要

な重要な地形及び地質の重

ね合わせにより改変の程度

を整理した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 

風車の影 施設の稼働 既存文献により、風力発

電機の設置対象区域及びそ

の周囲の学校、病院、福祉施

設、住居等の分布状況を調

査した。 

風車の影が及ぶと考えら

れる範囲内に位置する学

校、病院、福祉施設、住居等

を抽出し、距離、戸数等を算

出した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 

動物 地形改変及

び施設の存

在、施設の

稼働 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周囲の重

要な種及び注目すべき生息

地の分布状況を調査した。 

 

事業実施想定区域と重要

な種の生息環境及び注目す

べき生息地等の重ね合わせ

により、地形改変及び施設

の存在、施設の稼働に伴う

生息環境及び注目すべき生

息地等の変化の程度を整理

した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 

植物 地形改変及

び施設の存

在 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周囲の重

要な植物の生育状況、重要

な植物群落等の分布状況を

調査した。 

 

業実施想定区域と重要な

種の生育環境及び重要な植

物群落等の重ね合わせによ

り、地形改変及び施設の存

在に伴う生育環境、重要な

植物群落等の変化の程度を

整理した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 

生態系 地形改変及

び施設の存

在、施設の

稼働 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周囲の重

要な自然環境のまとまりの

場の分布状況を調査した。 

事業実施想定区域と重要

な自然環境のまとまりの場

等の重ね合わせにより、地

形改変及び施設の存在に伴

う生態系の基礎等の変化の

程度を整理した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 

景観 地形改変及

び施設の存

在 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周囲の景

観資源及び主要な眺望点の

分布状況を調査した。 

事業実施想定区域及びそ

の周囲の景観資源及び主要

な眺望点の改変の程度、主

要な眺望点からの風力発電

機の視認の可能性、主要な

眺望景観の変化の程度を整

理した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 

主要な人と

自然との触

れ合いの活

動の場 

地形改変及

び施設の存

在 

既存資料により事業実施

想定区域及びその周囲の主

要な人と自然との触れ合い

の活動の場の分布状況を調

査した。 

事業実施想定区域と主要

な人と自然との触れ合いの

活動の場の重ね合わせによ

り改変の程度を整理した。 

調査及び予測結果を基

に、重大な影響の回避又は

低減が将来的に可能である

かを評価した。 
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4.3 調査、予測及び評価の結果 

騒音及び超低周波音 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の住居等と、学校、病院、その他環境保全について配慮が

特に必要な施設(以下「配慮が特に必要な施設」という。)の分布状況 

・環境基準の類型指定など法令による地域の規制状況 

  2) 調査手法 

   (a) 住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲における住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況を、

既存資料により確認した。 

   (b) 環境基準の類型指定状況 

事業実施想定区域及びその周囲における騒音に係る環境基準の地域の類型指定の状況に

ついて、既存資料調査の結果を整理した。 

  3) 調査地域 

「風力発電施設から発生する騒音等への対応について」(風力発電施設から発生する騒音等

の評価手法に関する検討会、平成 28 年)によると、風力発電施設周辺における住居等、風車

騒音により人の生活環境に影響を与えるおそれがある地域を、「発電所アセス省令では、発

電所一般において環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、事業実施想定区域及び

その 1kmの範囲内としている。」と記載されている。 

このことを踏まえ、騒音及び超低周波音の影響が生じる範囲を事業実施想定区域から 1.0km

の範囲内と想定し、安全側として、調査範囲は事業実施想定区域から 2.0kmの範囲とした。 

  4) 調査結果 

   (a) 住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況 

事業実施想定区域及びその周囲における住居等及び配慮が特に必要な施設の抽出結果は、

表 4.3-1及び図 4.3-1に示すとおりである。 

既存資料によると事業実施想定区域から 2.0km の範囲で、住居等は 822 戸抽出され、そ

のうち事業実施想定区域内では 8戸が抽出された。 

また、配慮が特に必要な施設として、学校・保育施設が東浦小学校と東浦中学校の 2校、

医療機関が敦賀市国民健康保険疋田診療所葉原出張所と敦賀市国民健康保険東浦診療所の

2施設が抽出された。 

   (b) 環境基準の類型指定状況 

騒音に係る環境基準の地域の類型指定の状況は、図 4.3-2に示すとおりであり、事業実

施想定区域から 2.0km の範囲に、騒音に係る環境基準を受ける類型指定地域はない。  



 

 4-6 

(212)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 

  

出典：表 4.3-1 参照 

図 4.3-1 

住居等及び配慮が特に必要な 

施設等の分布状況 
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図 4.3-2 

騒音に係る環境基準の地域の 

類型指定地域の分布状況 出典：「令和元年度版 環境白書・資料編」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kankyou/kankyouseisakuka/siryou 

.html 令和 2年 4 月 20 日閲覧) 
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 (2) 予測 

  1) 予測項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の住居等及び配慮が特に必要な施設への影響 

 

  2) 予測手法 

施設の稼働による騒音及び超低周波音は距離とともに減衰することを踏まえ、事業実施想

定区域と住居等及び配慮が特に必要な施設との位置関係を、事業実施想定区域から 0.5km 間

隔で 2.0km まで整理し、施設の稼働によって発生する騒音及び超低周波音の影響について予

測した。 

 

  3) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  4) 予測結果 

事業実施想定区域内に 8 戸、0.0km～0.5km 以内に 18 戸、0.5km～1.0km 以内に 86 戸、1.0

～1.5km 以内に 435 戸、1.5～2.0km 以内に 275 戸の住居等が抽出された。また、学校・保育

施設は 1.5～2.0km以内で 2校、医療機関は 1.5km～2.0km以内で 2施設抽出された。 

これらの住居・配慮が特に必要な施設は騒音及び超低周波音の影響を受ける可能性がある

と予測する。予測結果は、表 4.3-1及び図 4.3-1に示すとおりである。 

 

表 4.3-1 住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況 

区分 
事業実施想定区域からの距離(km) 

区域内 0.0～0.5 0.5～1.0 1.0～1.5 1.5～2.0 計 

住居等 8 戸 18 戸 86 戸 435 戸 275 戸 822 戸 

学校・保育施設 0 0 0 0 2 校 2 校 

医療機関 0 0 0 0 2 施設 2 施設 

福祉施設 0 0 0 0 0 0 
出典：令和 2年 4 月 20 日閲覧 

「福井県オープンデータライブラリ 7.学校」(福井県ホームページ 
 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/list_7.html） 
「県立高校等の所在地一覧」(福井県ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/zyuusyo.html） 

「学校一覧(幼稚園・小中学校)」(敦賀市ホームページ 
 https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/kosodate/gakkokyoiku/gakkoichiran_yo_sho_.html） 
「教育・保育施設-地域型保育事業一覧(保育園一覧)」(敦賀市ホームページ 

 https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/kosodate/hoikuen_yochien/yochien_hoikuenn/hoikuen_ichiran.html） 
「子ども・教育」(南越前町ホームページ https://www.town.minamiechizen.lg.jp/sisetu/3003/index.html） 
「国土数値情報 学校(平成 25 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「福井県オープンデータライブラリ 10.社会福祉」(福井県ホームページ 
 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/list_10_1.html） 
「国土数値情報 福祉施設(平成 27 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「医療情報ネットふくい(福井県広域災害・医療情報システム)」(福井県ホームページ  
https://www.qq.pref.fukui.jp/qq18/qqport/kenmintop/） 

「国土数値情報 医療機関(平成 26 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「敦賀市立図書館」(敦賀市ホームページ https://lib.ton21.ne.jp/LWeb/） 
「南越前町立図書館」(南越前町ホームページ https://lib.town.minamiechizen.fukui.jp/） 
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(215)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 (3) 評価 

  1) 評価手法 

調査及び予測結果を基に、住居等及び配慮が特に必要な施設への重大な影響の回避又は低

減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

  2) 評価結果 

調査及び予測の結果、事業実施想定区域から 2.0km 以内に住居等や配慮が特に必要な施設

が存在するため、これらの住居等や配慮が特に必要な施設では風力発電機の稼働に伴う騒音

及び超低周波音の影響が生じる可能性がある。ただし、「3) 方法書以降の手続において留意

する事項」を行うことにより、施設の稼働によって発生する騒音及び超低周波音の重大な環

境影響を回避又は低減することが可能性であると評価する。 

 

  3) 方法書以降の手続において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・配慮書では、事業計画が検討中であり、現地調査を実施していないため、予測及び評価が

簡易的で不確実性を伴うものとなっている。このため、方法書以降の手続において、風雑

音による影響等に留意し、風力発電機設置に伴う事業実施想定区域及びその周囲の騒音及

び超低周波の状況を適切に把握する。 

・上記の予測の結果を踏まえ、選定した風力発電機の機種から音響パワーレベルを設定した

上で、必要に応じて「風力発電機の配置計画の見直し」等の環境保全措置を適用する。 
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(216)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

重要な地形及び地質 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な地形及び地質の分布状況 

  2) 調査手法 

事業実施想定区域及びその周囲における重要な地形及び地質の分布状況を、既存資料によ

り確認し、事業実施想定区域との位置関係を整理した。 

  3) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

  4) 調査結果 

調査の結果は、表 4.3-2及び図 4.3-3に示すとおりである。 

 

表 4.3-2(1) 重要な地形及び地質 

No. 項目 地形項目 名称 所在地 
事業実施 

想定区域内 

1 
地殻の変動による地形 

活断層崖 

（横ずれ含む） 

甲楽城断層崖 
南条郡南越前町、 

丹生郡越前町 
－ 

2 柳ヶ瀬断層 敦賀市～長浜市 － 

3 火山の活動による地形 枕状溶岩 元比田の枕状溶岩 敦賀市 － 

4 河川の作用による地形 谷中分水界 栃ノ木峠 南条郡南越前町 － 

5 海の作用による地形 トンボロ及び陸繋島 杉津のトンボロ 敦賀市 － 
出典：「日本の典型地形について」(国土地理院ホームページ 

http://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_top.html 令和 2年 4 月 24日閲覧) 

 

    

表 4.3-2(2) 重要な地形・地質(福井のすぐれた自然) 

No. 名称 選定理由 
事業実施 

想定区域内 

1 河野海岸の枕状溶岩と凝灰角礫岩 その他地質学的に貴重な地点 － 

2 河野村河内の含チャート礫岩脈 特異な地質構造が見られる地点 〇 

3 河野村河内南方のチャート礫岩 希少な鉱物・岩石を産出する地点 － 

4 河野村菅谷のマンガンノジュール 古生物学的に重要な地点 － 

5 甲楽城断層 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 
－ 

6 甲楽断層に沿う平坦地形と風窓 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 
〇 

7 今庄町藤倉山の砂岩層における層状珪化 希少な鉱物・岩石を産出する地点 － 

8 杉津の陸ケイ島・孤立丘陵地 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 
－ 

9 湯尾ジュラ紀放散虫化石 古生物学的に重要な地点 － 

10 敦賀市元比田の海成段丘 その他地質学的に貴重な地点 － 

11 敦賀湾東岸の扇状地・扇状地様台地・後背湿地 地形形成史から見て典型的な地形 〇 

12 南条町奥野々の礫岩岩脈 その他地質学的に貴重な地点 － 

13 鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩 
希少な鉱物・岩石を産出する地点， 

その他地質学的に貴重な地点 
〇 

14 柳ヶ瀬断層・板取の宿 
典型的な構造地形， 

地形形成史から見て典型的な地形 
〇 

出典：「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/tokusei/index.html 令和 2年 4 月 24 日閲覧) 
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(217)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 

  

出典：「日本の典型地形について」(国土地理院ホームページ 

http://www.gsi.go.jp/kikaku/tenkei_top.html 令和 2 年 4 月 24 日閲覧) 

「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/tokusei/index.html 令和 2 年 4 月 24 日閲

覧) 

図 4.3-3 重要な地形及び地質 
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(218)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 (2) 予測 

  1) 予測項目 

・調査地域の重要な地形及び地質への影響 

  2) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と重要な地形及び地質の重ね合わせにより、施設の設置に

よる地形改変に伴う重要な地形及び地質の直接改変の程度を整理するものとした。 

  3) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

  4) 予測結果 

予測結果は、図 4.3-3に示すとおりである。 

重要な地形及び地質の分布状況と事業実施想定区域を重ね合わせた結果、地形として「甲

楽断層に沿う平坦地形と風窓」「鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩」「柳ヶ瀬断層・板取の宿」

「敦賀湾東岸の扇状地・扇状地様台地・後背湿地」の一部が事業実施想定区域内に位置し、

鉱物・岩石の産出地点の「河野村河内南方のチャート礫岩」が事業実施想定区域内に存在す

ることから、これらは、直接改変による影響が生じる可能性があると予測する。 

 (3) 評価 

  1) 評価手法 

調査及び予測結果を基に、重要な地形及び地質への重大な影響の回避又は低減が将来的に

可能であるかを評価した。 

  2) 評価結果 

予測の結果、「甲楽断層に沿う平坦地形と風窓」「鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩」「柳ヶ

瀬断層・板取の宿」「敦賀湾東岸の扇状地・扇状地様台地・後背湿地」「河野村河内南方のチ

ャート礫岩」が事業実施想定区域内に存在することから、これらの重要な地形及び地質は、

直接改変による影響が生じる可能性がある。ただし、今後の環境影響評価の現地調査におい

て、重要な地形及び地質の分布状況を把握し、以下に示す「3) 方法書以降の手続等において

留意する事項」を行うことにより、施設の設置による重大な環境影響を回避又は低減するこ

とが可能であると評価する。 

  3) 方法書以降の手続において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・配慮書では、事業計画が検討中であり、現地調査を実施していないため、予測及び評価が

簡易的で不確実性を伴うものとなっている。このため、方法書以降の手続において、現地

調査等の結果を踏まえ、重要な地形及び地質の分布状況に配慮して風力発電機の配置計

画などを検討する。 

・上記の現地調査の結果を踏まえ、重要な地形及び地質への影響の程度を適切に予測し、必

要に応じて「風力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変の最小限化」等の環

境保全措置を検討する。 
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(219)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

風車の影 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況 

 

  2) 調査手法 

事業実施想定区域及びその周囲における住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況を、

既存資料により確認し、事業実施想定区域との位置関係(最短距離)を整理した。 

 

  3) 調査地域 

「Planning for Renewable Energy ： A Companion Guide to PPS22」(Office of Deputy

 Prime Minister,2004)によれば、風車の影による影響はローターの直径の 10 倍(10D)の範

囲内で発生するとされている。 

このことを踏まえ、調査地域は、風車の影の影響が生じる最大影響範囲として、事業実施

想定区域から 1.6kmの範囲とした。 

 

  4) 調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲における住居等及び配慮が特に必要な施設の抽出結果は、

表 4.3-3及び図 4.3-4に示すとおりである。 

既存資料によると事業実施想定区域から 1.6km の範囲で、住居等は 587 戸が抽出され、そ

のうち事業実施想定区域内では 8 戸が抽出された。また配慮が特に必要な施設として、医療

機関の敦賀市国民健康保険東浦診療所が 1施設抽出された。 
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(220)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 

  

図 4.3-4 

住居等及び風車の影についての 

配慮が特に必要な施設の分布状況 

出典：表 4.3-3 参照 
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(221)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 (2) 予測 

  1) 予測項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の住居等及び配慮が特に必要な施設への影響 

 

  2) 予測手法 

施設の稼働により生じる風車の影の最大影響範囲を踏まえ、事業実施想定区域と住居等及

び配慮が特に必要な施設との位置関係を、事業実施想定区域から 0.5km 間隔で 1.6km まで整

理し、施設の稼働によって発生する風車の影による影響の有無を予測した。 

 

  3) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  4) 予測結果 

事業実施想定区域内に 8 戸、0.0km～0.5km 以内に 18 戸、0.5km～1.0km 以内に 86 戸、1.0

～1.5km 以内に 435戸、1.5～1.6km以内に 40戸の住居等が抽出された。また、医療機関の敦

賀市国民健康保険東浦診療所が 1.5～1.6km以内で 1施設抽出された。抽出結果は、表 4.3-3

及び図 4.3-4に示すとおりである。 

これらの住居及び配慮が特に必要な施設については風車の影による影響を受ける可能性が

あると予測する。 

 

表 4.3-3 住居等及び配慮が特に必要な施設の分布状況 

区分 
事業実施想定区域からの距離(km) 

区域内 0.0～0.5 0.5～1.0 1.0～1.5 1.5～1.6 合計 

住居等 8 戸 18 戸 86 戸 435 戸 40 戸 587 戸 

学校 0 0 0 0 0 0 

医療機関 0 0 0 0 1 施設 1 施設 

福祉施設 0 0 0 0 0 0 
出典：令和 2年 4 月 20 日閲覧 

「福井県オープンデータライブラリ 7.学校」(福井県ホームページ 
 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/list_7.html） 
「県立高校等の所在地一覧」(福井県ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/zyuusyo.html） 

「学校一覧(幼稚園・小中学校)」(敦賀市ホームページ 
 https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/kosodate/gakkokyoiku/gakkoichiran_yo_sho_.html） 
「教育・保育施設-地域型保育事業一覧(保育園一覧)」(敦賀市ホームページ 

 https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/kosodate/hoikuen_yochien/yochien_hoikuenn/hoikuen_ichiran.html） 
「子ども・教育」(南越前町ホームページ https://www.town.minamiechizen.lg.jp/sisetu/3003/index.html） 
「国土数値情報 学校(平成 25 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「福井県オープンデータライブラリ 10.社会福祉」(福井県ホームページ 
 https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/list_10_1.html） 
「国土数値情報 福祉施設(平成 27 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「医療情報ネットふくい(福井県広域災害・医療情報システム)」(福井県ホームページ  
https://www.qq.pref.fukui.jp/qq18/qqport/kenmintop/） 

「国土数値情報 医療機関(平成 26 年)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html） 

「敦賀市立図書館」(敦賀市ホームページ https://lib.ton21.ne.jp/LWeb/） 
「南越前町立図書館」(南越前町ホームページ https://lib.town.minamiechizen.fukui.jp/） 
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(222)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 (3) 評価 

  1) 評価手法 

調査及び予測結果を基に、住居等及び配慮が特に必要な施設への重大な影響の回避又は低減

が将来的に可能であるかを評価した。 

 

  2) 評価結果 

調査及び予測の結果、事業実施想定区域から風車の影に関する影響範囲の約 1.6km 以内に

住居等 579 戸と医療機関 1 施設が存在し、うち 8 戸が事業実施想定区域内に位置している。

よって、これらの住居等と施設では風力発電機の稼働に伴う風車の影の影響が生じる可能性

がある。 

ただし、風力発電機の設置位置は、これらの住居等からは十分な離隔をとることを検討し

ており、機種又は配置を事業者が実行可能な範囲で考慮する(風力発電機と住居等との離隔を

さらに大きくする等)ことにより、施設の稼働によって発生する風車の影による重大な環境影

響を回避又は低減することが可能であると評価する。 

 

  3) 方法書以降の手続において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・配慮書では、事業実施想定区域の最外郭から住居等までの離隔距離を算出したものであ

り、地形や気象条件等は考慮されていないため、予測及び評価が簡易的で不確実性を伴

うものとなっている。このため、方法書以降の手続において、事業実施想定区域周囲にお

ける住居等の位置関係や遮蔽物等の状況を現地踏査により適切に把握する。 

・上記の現地調査の結果を踏まえ調査範囲については、ローター直径 10 倍(10D)の範囲内

に縛られることなく、配慮が必要な施設等の分布状況を考慮し、必要に応じて 10D より

も広めに設定した上で、選定した風力発電機の機種(ローター直径、ハブ高さ)及び配置

から作成した日影図等により影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風力発電機の

配置計画の見直し」等の環境保全措置を検討する。 
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動物 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・事業実施想定区域及びその周囲における動物の重要な種の生息状況 

・事業実施想定区域及びその周囲における動物の注目すべき生息地の分布状況 

・事業実施想定区域及びその周囲における鳥類の渡りルート、注目種の分布 

  2) 調査方法 

調査手法は、既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングとした。 

  3) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

  4) 調査結果 

   (a) 動物の重要な種の生息状況 

第 3章 3.1.5(1)動物の生息の状況[表 3.1-26]掲載の既存資料を整理した結果、動物の重

要な種として、同じく第 3章 3.1.5(1)動物の生息の状況[表 3.1-29]に示す 311種（哺乳類

9 種、鳥類 96 種、爬虫類 6 種、両生類 7 種、魚類 20 種、昆虫類 116 種、底生生物 57 種）

が確認された。 

   (b) 動物の注目すべき生息地の分布状況等 

動物の注目すべき生息地は表 4.3-4に、その位置は図 4.3-5に示すとおりである。 

事業実施想定区域及びその周囲においては、国定公園等が 1件指定されており、また、サ

シバ、ハチクマ等の渡り経路経路となっており、「風力発電立地検討のためのセンシティビ

ティマップ」では「注意喚起レベル A3」及び「注意喚起レベル C」を含んでいる。 

 

表 4.3-4 動物の注目すべき生息地 

選定基準 選定根拠 
重要な自然環境の 
まとまりの場 

自然公園地域 
(国立公園、国定公園、県立
自然公園等) 

「自然公園法」(昭和 32 年、法律第 161 号)、「福井県立自然公
園条例」(昭和 33 年、条例第 53 号)、「滋賀県立自然公園条例」
(昭和 40 年、条例第 30 号)における自然公園の区域 

越前加賀海岸国定 
公園 

重要野鳥生息地 (IBA) 「鳥類を指標とした重要な自然環境」に指定された区域 能郷白山、伊吹山地 
生物多様性重要地域 (KBA) 「日本国内にある世界の生物多様性保全にとって重要な地域」 能郷白山、伊吹山 

出典:「自然環境調査 Web-GIS shapeデータダウンロード 植生調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2年 4 月 24 日閲覧) 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

 (環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 4月 24 日閲覧) 

「国土数値情報 自然公園地域(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「各自然公園の区域図について」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kouenkuikizu.html 令和 2 年 5月 7 日閲覧) 

「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2年 4 月閲覧) 

「国土数値情報 鳥獣保護区(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「ラムサール条約と条約湿地 -日本の条約湿地-」(環境省ホームページ 

http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html 令和 2年 4月 24日閲覧) 

「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN」(公益財団法人日本野鳥の会ホームページ  

https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/iba/ 令和 2年 4 月 24 日閲覧) 

「KBA Key Biodiversity Area」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパンホームページ 

http://kba.conservation.or.jp/index.html 令和 2年 4月 24日閲覧) 
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図 4.3-5 

動物の注目すべき生息地 

出典： 表 4.3-4に示す 



 

 4-19 

(225)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

  5) 専門家からの助言 

既存資料整理では把握してきれない情報を補完するため、専門家等へのヒアリングを実施し

た。ヒアリングにより得られた情報を表 4.3-5に示す。 

表 4.3-5 専門家等への意見聴取の内容（1/2） 

所属 専門分野 意見の概要 

地元鳥類

研究者 
鳥類 令和 2 年 6 月 10 日実施 

・文献調査で参考とした図書に特に問題はない。 
・日本野鳥の会福井県が発行している広報誌「つぐみ」には鉢伏山周辺におけるタカ渡りのデー
タが掲載されているので、参考文献として掲載するとよい。 

・重要な種の抽出は福井県 RDB を参考とし、この地区の重要な種は網羅されている。 
・キバシリもこの地区では出現してもおかしくないので、声も小さく見つけにくい種ではある
が、調査をする際は留意するとよい。 

・鳥類の渡りルートの参考資料として、滋賀県でまとめたものがあったと思うので、今後、調査
方法や調査位置などを検討する際には参考にするとよい。 

・クマタカがこの地区に生息していることは確実で、タカ渡り等の観察時には求愛ディスプレイ
や縄張り争いをよく見かける。 

・幼鳥を何年かに 1 度は見ているので繁殖もしていることは間違いない。 
・イヌワシは稀に飛行しているのを見かける。営巣場所は確認されておらず、若い個体の移動と
考えられるが調査時には留意してほしい。 

・タカ渡りのルートとして鉢伏山周辺は県内有数のエリアと言え、渡りの時期にはハチクマやサ
シバが多く見られる。 

・海からの上昇気流と谷からの上昇気流がこのあたりの稜線でぶつかり、それを利用して稜線沿
いに抜けていく鳥たちもいる。ただ、詳細な移動ルートは把握できていないことからも留意が
必要である。 

・コウノトリも尾根上を通過するところを稀に見かける。かなり広範囲を移動するという情報も
あり、留意したほうが良い。 

・この地区はもともと林業が盛んなことからスギ林が荒れておらず、また自然度の高い二次林も
残っており、それらの環境に依存している鳥も多い。 

・谷によって地質が様々な面があり、新たな林道を作ると危険なところもあると思われるので

土地改変の区域については配慮してほしい。また、樹木の伐採も近年では台風が大型化して

いることもあるので、風の被害を最小限に抑えるためにも配慮が必要である。なるべく土地

の改変は避けるようにし、既存の林道を活用してもらいたい。 
地元鳥類

研究者 
鳥類 令和 2 年 6 月 9 日実施 

・文献調査で参考とした図書、また、重要な種の選定基準とした図書に問題はない。 
・この地区で出現する猛禽類はほぼリストアップされているが、チゴハヤブサも出現するので留
意すること。 

・魚類項目で、アメマス類、メダカ類と表記しているが、福井レッドデータブックの表記に従い、
イワナ、キタノメダカとの記載で良い。ミナミメダカは福井県には分布していない。 

・注意喚起メッシュの区分けで現地の自然環境や鳥類の出現率が区切られるわけではないので、
情報がない区域だからと言ってバードストライクの危険性が低い区域だと安易に判断しない
こと。 

・コウノトリの生息状況として各地での滞在日数が掲載されているが、移動データが公表されて
いるようだったらそれも資料として掲載すると良い。福井県内では繁殖しているペアも多い。 

・コウノトリが鉢伏山付近の高空でも確認された情報がある。移動時のルートとすることがある
ようなので留意して調査すること。 

・猛禽類等の大型鳥類とは違い、小型鳥類に対しての調査方法は確立されていない。ゆえに、様々
な方法の検討・アプローチを心掛けるべきである。昔、越前・南越前地方ではかすみ網が盛ん
だったため、網場の痕跡が残っており、昔の空中写真から探ることも可能である。そこは小鳥
や多くの鳥が低いところを渡っていた場所である。よって、網場情報を整理して、調査の選定
や事業計画を検討する際の資料とすると良い。 

・この地区におけるクマタカの生息密度は高い。しかしながら繁殖成功率は低く、クマタカの繁
殖状況および行動圏を把握することが難しいと考えている。そのため、過去の調査データを活
用するなど、なるべく多くクマタカに関するデータを蓄積し、行動圏の把握に努めると良い。 

・クマタカにとっては帆翔上昇を行うエリアの環境も重要となる。谷からの吹き上げも利用する
ため、完全に尾根上に合致するわけではないが、尾根上に風力発電機の配置を検討する際には
十分留意する必要がある。 

・南越前から滋賀県の地区に他事業が計画されているが、その事業との累積的影響が懸念され
る。どちらか一方ならば良いが、両方が建設されると定着個体にとっても、渡り個体にとって
も移動経路が狭まるため、一事業の建設よりも影響が大きくなると考える。 

・風力発電機が建設される際の景観にも留意しなくてはならない。平地からの視点だけではな
く、登山の際などの眺望点からの眺望についても留意すべきである。大型の風力発電機となる
と、かなり遠くからも視認できることが想像できる。 

・累積的影響という観点では、いま福井県全域で風力発電の事業が計画されており、県内に風力
発電機が数多く建設された時、鳥類にどういった影響がどう出るのかが心配である。 
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表 4.3-5 専門家等への意見聴取の内容（2/2） 

所属 専門分野 意見の概要 

コウモリ

類専門家 

哺乳類 
(コウモリ類) 

令和 2 年 6 月 17 日実施 
・文献調査で参考とした図書、重要な種の選定基準とした図書に問題はない。 
・ヒナコウモリは冬眠地が敦賀半島に存在することから、遠方の繁殖地との往来時などに事業実
施想定区域及びその周辺でも確認されると考えられる。 

・舞鶴湾の沖合の島にオヒキコウモリの繁殖地が存在する。事業実施想定区域から距離はある
が、毎晩のように京都や兵庫などの遠方にも餌を求めて移動することから、この地区にも飛来
してきている可能性はある。 

・文献調査では抽出されていないが、この地区にはテングコウモリも生息していると思われる。 
・事業実施想定区域の南東側に位置する旧余呉町(現・長浜市)には、大径木が残る自然度の高い

林があるので、樹洞性のコウモリ類（クロホオヒゲコウモリ、ヒメオオヒゲコウモリ、モリア
ブラコウモリ）が生息している。事業実施想定区域にはそういった林が残っていないため、こ
れらの種はいないと考えるが、可能性がないわけではないので留意すること。 

・敦賀湾には海蝕洞があることから、洞窟性のコウモリ類（キクガシラコウモリ、コキクガシラ
コウモリ、モモジロコウモリ、ユビナガコウモリ、ノレンコウモリ）が生息していると考えら
れる。敦賀湾からそれほど離れていないことから、事業実施想定区域でも確認される可能性が
ある。 

・バットストライクの起こる可能性がある種としては、ヒナコウモリ、ヤマコウモリ、オヒキコ
ウモリ、ユビナガコウモリがあげられる。これらの種は開けた環境で捕食する性質があり、高
空まで餌を追うことがあるためである。 

・事業実施想定区域及びその周辺にコウモリ類が大規模に繁殖しているような洞窟は存在しな

いが、鉄道の廃トンネル等にはコウモリが生息していることも多いので、周辺にそういった

環境があるなら調査を実施したほうが良い。 
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 (2) 予測 

  1) 予測項目 

予測項目は、以下に示すとおりとした。 

・事業実施想定区域及びその周囲における動物の重要な種の生息環境の変化の程度 

・事業実施想定区域及びその周囲における注目すべき生息地の変化の程度 

・事業実施想定区域及びその周囲の鳥類の渡りルート等の変化の程度 

  2) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と重要な動物の生息環境、注目すべき生息地の重ね合わせ

により、地形改変及び施設の存在、施設の稼働に伴う生息環境及び注目すべき生息地の変化

の程度を整理するものとした。なお、現時点では水域の直接改変は行わない計画としている

ことから、魚類等の水生生物は予測対象としていない。 

  3) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

  4) 予測結果 

   (a) 重要な動物の生息状況 

主な生育環境を踏まえ、既存文献で確認された動物の重要な種への影響は表 4.3-6示す

とおり予測する。 

   (b) 動物の注目すべき生息地の分布状況 

事業実施想定区域には、図 4.3-5に示すとおり越前加賀海岸国定公園の特別地域が含ま

れており、事業による生息環境の一部改変による影響を受ける可能性があると予測する。 

 

表 4.3-6 重要な動物への影響の予測結果(1/2) 

分類群 種名 主な生息環境 影響の予測結果 

哺乳類 モモジロコウモリ、ヒナコウモリ、ユビナガ
コウモリ、コテングコウモリ、ホンドモモン
ガ、ムササビ、ヤマネ、カモシカ 

樹林地 事業実施想定区域に生息環境となる樹林
地が存在し、事業によりその一部が改変さ
れ、影響を受ける可能性があると予測され
る。また、コウモリ類は飛翔することから、
風力発電機への接触等による影響を受ける
可能性があると予測する。 

 カヤネズミ 草地・農耕地 事業実施想定区域に生息環境となる草
地・農耕地が存在し、事業によりその一部が
改変され、影響を受ける可能性があると予
測する。 

鳥類 カラスバト、ミゾゴイ、ヨタカ、ハリオアマ
ツバメ、ヤマシギ、ミサゴ、ハチクマ、ツミ、
ハイタカ、オオタカ、サシバ、ノスリ、イヌ
ワシ、クマタカ、オオタカ、コノハズク、ア
オバズク、アカショウビン、ブッポウソウ、
アリスイ、オオアカゲラ、ヤイロチョウ、サ
ンショウクイ、サンコウチョウ、アカモズ、
オナガ、ホシガラス、ヤブサメ、コムクドリ、
ルリビタキ、コサメビタキ、ニュウナイスズ
メ、クロジ 

樹林地、林縁、
疎林 

事業実施想定区域に生息環境となる樹林
地が存在し、事業によりその一部が改変さ
れ、影響を受ける可能性があると予測する。
また、飛翔することから、風力発電機への接
触等による影響を受ける可能性があると予
測する。 
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表 4.3-5 重要な動物への影響の予測結果(2/2) 

分類群 種名 主な生息環境 影響の予測結果 

(鳥類) チュウヒ、チョウゲンボウ、アカモズ、カサ
サギ、ホオアカ、コジュリン 

草地・農耕地

(畑地) 

事業実施想定区域に生息環境となる草

地・農耕地が存在し、事業によりその一部が

改変され、影響を受ける可能性があると予

測する。また、飛翔することから、風力発電

機への接触等による影響を受ける可能性が

あると予測する。 

 ヒシクイ、ササゴイ、チュウサギ、コサギ、
クイナ、タゲリ、セイタカシギ、アオシギ、
オグロシギ、ツルシギ、アカアシシギ、コア
オアシシギ、アオアシシギ、タカブシギ、ハ
マシギ、タマシギ、チュウヒ、マキノセンニ
ュウ、セッカ、ホオアカ、ノジコ、コジュリ
ン 

湿地・農耕地

(水田) 

事業実施想定区域の近傍に生息環境とな

る水田・湿地生息環境が存在することから、

飛行能力が高く、移動性のある種について

は、風力発電機への接触等による影響を受

ける可能性があると予測する。 

 ツクシガモ、オシドリ、ヨシガモ、シマアジ、
トモエガモ、ホオジロガモ、カワアイサ、カ
ンムリカイツブリ、コウノトリ、サンカノゴ
イ、ヨシゴイ、ササゴイ、コサギ、ヒクイナ、
タゲリ、イカルチドリ、コチドリ、アオアシ
シギ、イソシギ、ミサゴ、オジロワシ、オオ
ワシ、チュウヒ、ヤマセミ、ヒシクイ 

河川・池沼・水

辺 

事業実施想定区域周辺に広範囲な開放水

域は存在しないが、飛行能力が高く、移動性

のある種については風力発電機への接触等

による影響を受ける可能性があると予測す

る。 

爬虫類 タカチホヘビ、シロマダラ、ヒバカリ 樹林地 事業実施想定区域に生息環境となる樹林

地が存在し、事業によりその一部が改変さ

れ、影響を受ける可能性があると予測する。 

両生類 クロサンショウウオ、ヒダサンショウウオ、
ハコネサンショウウオ、アカハライモリ、ア
ズマヒキガエル、ナガレヒキガエル、ニホン
アマガエル、タゴガエル、ナガレタゴガエル、
ニホンアカガエル、ヤマアカガエル、トノサ
マガエル、ツチガエル、シュレーゲルアオガ
エル、モリアオガエル 
カジカガエル 

湿地 主に樹林地、草地、農耕地等の水辺や湿

地、伏流水等に生息するが、事業実施想定区

域にも生息環境が存在する可能性があり、

影響を受ける可能性があると予測する。 

昆虫類 カトリヤンマ、クチキコオロギ、ヒサマツミ
ドリシジミ、ギフチョウ、キバラガガンボ、
ネグロクサアブ、マダラクワガタ、オオチャ
イロハナムグリ、アオナガタマムシ、シナノ
キチビタマムシ、サシゲチビタマムシ、アミ
ダテントウ、イノウエホソカタムシ、ヒゲブ
トナガクチキ、ミスジナガクチキ、クチナガ
チビキカワムシ、ヒラヤマコブハナカミキ
リ、スネケブカヒロコバネカミキリ、ヤツボ
シシロカミキリ、ヨツボシカミキリ、ムナコ
ブハナカミキリ、トラフカミキリ、ヤノトラ
カミキリ、イチモンジハムシ、ナガフトヒゲ
ナガゾウムシ、チャバネホソミツギリゾウム
シ、タカハシトゲゾウムシ、キンケツツヒメ
ゾウムシ、ホシアシブトハバチ、アメイロオ
オアリ、ケブカツヤオオアリ、コツノアリ、
トゲアリ、アジアキタドロバチ、ヤマトアシ
ナガバチ、モンスズメバチ、チャイロスズメ
バチ、キオビクモバチ、スギハラクモバチ、
ウチダハラナガツチバチ、ガロアギングチ、
タケウチギングチ、ササキリギングチ、ニト
ベギングチ、ニッポントゲアワフキバチ、ク
ロマルハナバチ、イカズチキマダラハナバ
チ、クズハキリバチ 

樹林地 事業実施想定区域に生息環境となる樹林

地が存在し、事業によりその一部が改変さ

れ、影響を受ける可能性があると予測する。 

 オオアシナガサシガメ、ホシチャバネセセ
リ、ウラギンスジヒョウモン、ヒメヒカゲ本
州西部亜種、スキバホウジャク、キシタアツ
バ、セアカオサムシ、ホシアシブトハバチ、
オオセイボウ、ナミルリモンハナバチ 

草地 事業実施想定区域に生息環境となる草地

が存在し、事業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると予測する。 
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 (3) 評価 

  1) 評価手法 

調査及び予測結果をもとに、動物の重要な種への重大な影響が、事業者の実行可能な範囲

で回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

  2) 評価結果 

予測の結果、主に樹林地や草地に生息する動物の重要な種について、事業による生息環境

の一部改変や風力発電機への接触等による影響を受ける可能性があり、また、事業実施想定

区域には、図 4.3-5に示すとおり越前加賀海岸国定公園の特別地域が含まれており、事業に

よる生息環境の一部改変による影響を受ける可能性がある。 

ただし、今後の環境影響評価の現地調査において、動物の重要な種の生息状況を把握し、

以下に示す「3) 方法書以降の手続等において留意する事項」を行うことにより、地形改変及

び施設の存在、施設の稼働に伴う生息環境及び注目すべき生息地の変化による重大な環境影

響を回避又は低減することが可能であると評価する。 

 

  3) 方法書以降の手続において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・現況調査の結果を踏まえ、重要な種及び注目すべき生息地への影響の程度を適切に予測

する。 

・現地調査では渡り鳥のルートやコウノトリ等注目種の生息状況・飛翔状況等を把握し、施

設の稼働や存在等に伴う影響を予測する。 

・注目すべき生息地についても十分に考慮し、工事等による影響を適切に予測する。 

・予測結果を踏まえ、必要に応じて「風力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改

変及び樹木伐採の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 
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植物 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の植物の重要な種の生育状況 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な植物群落の分布状況 

・事業実施想定区域及びその周囲の巨樹・巨木林等の分布状況 

 

  2) 調査方法 

調査手法は、既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングとした。 

 

  3) 調査地域 

調査地域は、事業実施想定区域及びその周囲とした。 

 

  4) 調査結果 

   (a) 植物の重要な種の生育状況 

第 3章 3.1.5(2)植物の生育の状況[表 3.1-33]掲載の既存資料を整理した結果、植物の重

要な種として、同じく第 3 章 3.1.5(2) 植物の生息の状況[表 3.1-38]に示す 290 種が確認

された。 

 

   (b) 重要な植物群落及び巨樹・巨木林の分布状況 

調査の結果は、表 4.3-7及び図 4.3-6に示すとおりである。事業実施想定区域内に、

巨樹・巨木林はなく、特定植物群落に選定されている鉢伏山のブナ林、鉢伏山のミズナラ

林が存在する。なお、植物群落レッドデータブックの位置情報については詳細な記載がな

いため図示していない。 

 

表 4.3-7(1) 重要な植物群落及び巨樹・巨木林の分布状況(植物群落レッドデータブック) 

No. 群落 群落名 所在地 ランク 

1 単一群落 スダジイ・ヤブツバキ・ベニシダ群落 敦賀市(敦賀市) 3 対策必要 

2  門ヶ崎のクロマツ林 敦賀市(敦賀市) 1 要注意 

3  ブナ・マルバマンサク・クルマバハグルマ群落 南条郡今庄町(南条郡南越前町) 2 破壊の危惧 

4  ブナ・オオバクロモジ・ツルシキミ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

5  ブナ・オオバクロモジ・イワウチワ群落 南条郡今庄町(南条郡南越前町) 2 破壊の危惧 

6  ブナ・オオバクロモジ・ツルシキミ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

7  ブナ・ユキツバキ・ツルアリドオシ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

8  西方ヶ岳のブナ林 敦賀市(敦賀市) 1 要注意 

9  ミズナラ・チマキザサ・ヒメアオキ群落 敦賀市(敦賀市) 2 破壊の危惧 

10 複合群落 新羅神社の森林 南条郡今庄町(南条郡南越前町) 1 要注意 

11  池の河内湿原 敦賀市(敦賀市) 1 要注意 

出典：「植物群落レッドデータブック」(平成 8 年、我が国における保護上重要な植物種及び群落研究委員会) 
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表 4.3-7(2)  重要な植物群落及び巨樹・巨木林の分布状況(特定植物群落) 

No. 名称 選定基準※ 相観区分 調査回 

1 鉢伏山のブナ林 A 冷温帯夏緑広葉高木林 第 3 回 

2 鉢伏山のミズナラ林 A 冷温帯夏緑広葉高木林 第 3 回 

3 栃ノ木峠附近のブナ林 A 冷温帯夏緑広葉高木林 第 3 回 

4 栃ノ木峠のブナ林 b 冷温帯落葉広葉高木林  
※選定基準 

自然環境保全基礎調査 

A：原生林もしくはそれに近い自然林(特に照葉樹林についてはもれのないように注意すること) 

B：国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または

個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、

その群落の特徴が典型的なもの(特に湿原についてはもれのないように注意すること。) 

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの(武蔵野の雑木林、阿蘇の山地草原、各地の

社寺林。特に郷土景観を代表する二次林や二次草原についてはもれの無いよう注意すること) 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの 

G：乱獲その他の人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群 

H：その他、学術上重要な植物群落または個体群(種の多様性の高い群落、貴重種の生育地となっている群落等) 

福井県のすぐれた自然 

a：全国レベルで重要、または県レベルのうち特に重要 

b：県レベルで重要 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」(環境省ホームページ 

  http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 4月 24 日閲覧)  

※特定植物群落調査の調査時期は、第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5 回…H9～10 年度 

「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ  

https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/ 令和 2 年 4月 24 日閲覧) 

「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

http://www.erc.pref.fukui.jp/gbank/tokusei/index.html 令和 2年 4 月 24 日閲覧) 

 

表 4.3-7(3)  重要な植物群落及び巨樹・巨木林の分布状況(巨樹・巨木林 1/2) 

No. 樹種 所在地、名称等 
幹周 

(cm) 

樹高 

(m) 
調査回 

1 スギ 日吉神社 302 25 第 4 回 

2 ケヤキ 小森神社 540 29 第 4 回 

3 カゴノキ 小森神社 410 14 第 4 回 

4 タブノキ 観音堂 480 12 第 4 回 

5 タブノキ 貴船神社 400 12 第 4 回 

6 スギ 神明神社 315 30 第 4 回 

7 ケヤキ 大桐（前川三左衛門） 365 25 第 4 回 

8 イチョウ 聞光寺 370 35 第 4 回 

9 ケヤキ 浄念寺 300 30 第 4 回 

10 タブノキ  － 390 20 第 6 回 

11 タブノキ  － 500 20 第 6 回 

12 スギ  － 302 25 第 6 回 

13 タブノキ  － 500 25 第 6 回 

14 スダジイ  － 300 20 第 6 回 

15 ケヤキ  － 540 29 第 6 回 

16 カゴノキ  － 410 14 第 6 回 

17 スダジイ  － 594 18 第 6 回 

18 スダジイ  － 440 5 第 6 回 

19 スダジイ  － 563 13 第 6 回 

20 タブノキ 大比田観音堂のタブノキ 480 12 第 6 回 

21 タブノキ  － 400 12 第 6 回 

22 スギ  － 337 35 第 6 回 

23 スギ  － 354 30 第 6 回 

24 スギ  － 360 35 第 6 回 

25 スギ  － 350 35 第 6 回 
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表 4.3-7(3)  重要な植物群落及び巨樹・巨木林の分布状況(巨樹・巨木林 2/2) 

No. 樹種 所在地、名称等 
幹周 

(cm) 

樹高 

(m) 
調査回 

26 スギ  － 340 35 第 6 回 

27 ケヤキ  － 375 25 第 6 回 

28 スギ  － 395 40 第 6 回 

29 スギ  － 325 40 第 6 回 

30 イチョウ  － 433 35 第 6 回 

31 ケヤキ  － 580 35 第 6 回 

32 スギ  － 450 40 第 6 回 

33 スギ  － 315 35 第 6 回 

34 ケヤキ  － 490 35 第 6 回 

35 ケヤキ  － 390 35 第 6 回 

36 スギ  － 390 40 第 6 回 

37 スギ  － 310 30 第 6 回 

38 ケヤキ  － 314 30 第 6 回 

39 ケヤキ  － 365 25 第 6 回 

40 イチョウ  － 370 35 第 6 回 

41 ケヤキ  － 300 30 第 6 回 

42 スギ  － 340 35 第 6 回 

43 スギ  － 445 40 第 6 回 

44 スギ  － 335 30 第 6 回 

45 スギ  － 335 30 第 6 回 

46 トチノキ  － 590 25 第 6 回 

47 タブノキ 利椋八幡神社 390 20 第 4 回 

48 タブノキ 小彦根神社 500 25 第 4 回 

49 スダジイ 田結神社 560 18 第 4 回 

50 スギ 山王神社 323 35 第 4 回 

51 スギ 奥野々（藤木太兵衛） 340 35 第 4 回 

52 スギ 総慶寺 380 40 第 4 回 

53 ケヤキ 日吉神社 580 35 第 4 回 

54 ケヤキ 鹿蒜神社 490 35 第 4 回 

55 スギ 山神神社 310 30 第 4 回 

56 スギ 白鬚神社 950 35 第 4 回 

57 トチノキ 板取 590 25 第 4 回 

58 タブノキ 利椋八幡神社 390 20 第 6 回 

59 タブノキ 小彦根神社 500 25 第 6 回 

60 スダジイ 田結神社 440 5 第 6 回 

61 スギ 山王神社 337 35 第 6 回 

62 ケヤキ 奥野々（藤木太兵衛） 375 25 第 6 回 

63 イチョウ 総慶寺 433 35 第 6 回 

64 ケヤキ 日吉神社 580 35 第 6 回 

65 ケヤキ 鹿蒜神社 490 35 第 6 回 

66 スギ 山神神社 390 40 第 6 回 

67 スギ 白鬚神社 335 30 第 6 回 

68 トチノキ 板取 590 25 第 6 回 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 巨樹・巨木林調査」 

    (環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html令和 2年 4月 24日閲覧) 

※巨樹・巨木林調査の調査時期は、第 4 回…S63 年度、第 6 回 H11～12 年度 
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注：図中の番号は表 4.3-6 の No.に対応する。 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査 福井県」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 4 月 24 日閲覧) 

※特定植物群落調査の調査時期は、第 2 回…S53 年度、第 3 回…S59～61 年度、第 5 回…H9～10 年

度 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 巨樹・巨木林調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 4 月 24 日閲覧) 

※巨樹・巨木林調査の調査時期は、第 4 回…S63 年度、第 6回 H11～12 年度 

「福井のすぐれた自然データベース」(福井県安全環境部自然環境課 

  

図 4.3-6 

特定植物群落及び巨樹巨木林 
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  5) 専門家からの助言 

既存資料整理では把握してきれない情報を補完するため、専門家等へのヒアリングを実施し

た。ヒアリングにより得られた情報を表 4.3-8に示す。 

 

表 4.3-8 専門家等への意見聴取の内容 

所属 専門分野 意見の概要 

環境省 
希少野生 

動植物種 

保存推進員 

植物 ・この区域の尾根上にはブナ林はあまりなく、また、ケヤキ林も谷部に分布するので尾根上には
分布していないと思われる。 

・草原については高山性のものはないと思われる。自然状態に近いものなのか、伐採された後の
ススキ原なのかは留意が必要である。 

・鉢伏山の周辺ではこれまでに本格的な植物調査はされていないと思うので、調査をすれば重要
な種も出てくる可能性がある。 

・裸地が目立つような伐採区域が広がると、重要な種等の生育状況とは関係なく自然が破壊され
た印象を与えることになる。スキー場や登山客が訪れる地区でもあり、やや標高の高いところ
からの視線が多くなることから、景観保全の意味でも、一般の人に自然破壊の印象を与えない
ことも大事である。 

・植生図を作成する際、細かく植生区分けをするのも良いが、例えば幹の太い立派な木が多い林
なのか細い木が多い林なのかがわかるように工夫し、一般の人にもわかりやすいものになる事
を心掛けてほしい。 

・植生図の凡例として、植物社会学的な区分けはわかりにくい面がある。なるべく現地植生がイ
メージしやすいようにまとめる事を心掛けてほしい。 

・径の大きな樹木が多い区域かどうかはあらかじめ航空写真等で目星をつけると良い。立派な林
が存在が確認された場合、そこはなるべく伐採しないようにしてほしい。 

・配慮書の段階では既存資料を整える程度で問題はないが、現地調査の結果としては出現種リス
トが並んでいるだけでは現地の量的状況がイメージしづらい。「多い～少ない」などの量的な
表現を調査結果に加えるとより良い。 

・広いエリアを調査すると、特殊な環境(岩場、湿地、乾燥地など)が出てくることも予想される。
そういった環境に何が生育しているかを記録することは重要である。 

・事業を実施することは、どうしても貴重な自然に手を入れることになる。よって、手を入れる
前の状況はこうだったという記録を残すことが必要である。区域や環境、もしくは植生ごとに
出現種を記録しておいてほしい。 

・既存データにある「特定植物群落」の区域がどうなっているかは、実際に行ってみないとわか
らない。おそらく本格的な調査は近年では初となるので現状を確認してほしい。 

・調査は改変箇所を中心としつつ、この地区の植生傾向を見るためにも谷地や沢に留意して踏査
を行うということだが、それで問題ないと思う。 

・もし重要な種の移植が必要となった場合は、その該当種が生育している他の生育地を周辺で確
認しておき、そこに移すと良い。移植地で生育したとしても、自然に増えていかないと移植の
意味がない。 

・景観への影響は気にする人もいるが、すでに高圧線が多く建っており、景観の変化をあまり気

にしない人もいる。景観は人によって印象が違うこともあるので、留意して進めて欲しい。 
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 (2) 予測 

  1) 予測項目 

・事業実施想定区域及びその周囲における植物の重要な種の生育環境の変化の程度 

・事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落の変化の程度 

・事業実施想定区域及びその周囲における巨樹・巨木林等の変化の程度 

 

  2) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と調査結果から得られた重要な種の生育環境、重要な植物

群落、巨樹・巨木林の分布状況の重ね合わせにより、施設の設置による直接的な地形改変の

可能性の有無を整理するものとした。 

 

  3) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  4) 予測結果 

   (a) 植物の重要な種への影響 

主な生育環境から、事業による植物の重要な種への影響を表 4.3-9に示すとおり予測す

る。 

 

   (b) 重要な植物群落、巨樹・巨木林への影響 

事業実施想定区域内に特定植物群落に選定されている鉢伏山のブナ林、鉢伏山のミズナ

ラ林が存在することから地形改変により影響が生じる可能性があると予測する。 
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表 4.3-9 重要な植物への影響の予測結果 

重要な植物 主な生育環境 予測結果 

ヒメコケシノブ、イワヤシダ、タカネサトメシダ、ウスバミヤマノコギリシ

ダ、シマシロヤマシダ、ミヤマノコギリシダ、ヌカイタチシダモドキ、シノ

ブ、ナガオノキシノブ、ホテイシダ、ヒメノキシノブ、ミヤマノキシノブ、ヒ

メサジラン、ビロードシダ、キャラボク、フタバアオイ、カゴノキ、ヒナノシ

ャクジョウ、ホンゴウソウ、ウエマツソウ、コジマエンレイソウ、サルマメ、

エビネ、ナツエビネ、サルメンエビネ、ギンラン、キンラン、ツチアケビ、

セッコク、クロヤツシロラン、アケボノシュスラン、ホクリクムヨウラン、クモ

キリソウ、コクラン、フウラン、ノビネチドリ、トンボソウ、ヒメシャガ、ヒメニ

ラ、オヒガンギボウシ、オモト、セイタカヌカボシソウ、オオナキリスゲ、コ

ハリスゲ、センダイスゲ、タキキビ、ヤシャダケ、ミスミソウ、ツゲ、ヒュウ

ガミズキ、ヤシャビシャク、ヤブサンザシ、アオベンケイ、ヨコグラノキ、

エゾノクロウメモドキ、カラハナソウ、ヒメイタビ、ミヤマチョウジザクラ、ソ

メワケキンキマメザクラ、オオウラジロノキ、ワレモコウ、マルバスミレ、ア

カネスミレ、ヒナスミレ、オクヤマオトギリ、フユザンショウ、オオバボダイ

ジュ、イワハタザオ、ヒノキバヤドリギ、マツグミ、オオバヤドリギ、ネバリ

タデ、ヤナギイノコヅチ、ギンバイソウ、リュウキュウマメガキ、ギンレイ

カ、ベニドウダン、シャクジョウソウ、オオバツツジ、リンドウ、アオホオズ

キ、トウオオバコ、ヒナノウスツボ、シモバシラ、ハイタムラソウ、シソバタ

ツナミ、デワノタツナミソウ、キキョウ、タチアザミ、カシワバハグマ、セリ

モドキ、カノツメソウ、レンプクソウ、オトコヨウゾメ、ナベナ 

樹林地 樹林地に主に生育することか

ら、事業実施想定区域に生育環

境が存在し、事業によりその一

部が改変され、影響を受ける可

能性があると予測する。 

クサボケ、ミチノクナシ、コジキイチゴ、オオユリワサビ、ユリワサビ、ギ

ンバイソウ、ギンレイカ、ウラジロヨウラク、コイケマ、フナバラソウ、アオ

ホオズキ、トウオオバコ、ゴマノハグサ、オオヒナノウスツボ、シソバタツ

ナミ、シオン 

林縁から樹林地 林縁から樹林地にかけて主に

生育することから、事業実施想

定区域に生育環境が存在し、事

業によりその一部が改変され、

影響を受ける可能性があると

予測する。 

カライトソウ、ワレモコウ、ノウルシ、シナノオトギリ、ビッチュウフウロ、イ

ヌナズナ、ネバリタデ、リンドウ、コイケマ、フナバラソウ、コカモメヅル、

コバノカモメヅル、シロバナカモメヅル、マメダオシ、ヒヨクソウ、エチゴ

トラノオ、ゴマノハグサ、オオヒナノウスツボ、ナンバンギセル、ミヤマコ

ゴメグサ、シオガマギク、ヒキヨモギ、オオヒキヨモギ、シオン、オケラ、ヒ

メヒゴタイ、オミナエシ 

草地 草地に主に生育することから、

事業実施想定区域に生育環境

が存在し、事業によりその一部

が改変され、影響を受ける可能

性があると予測する。 

ミズスギ、ヤチスギラン、ミズニラ、ミズドクサ、デンジソウ、オオアカウキ

クサ、サンショウモ、ジュンサイ、コウホネ、ヒツジグサ、ショウブ、ナベク

ラザゼンソウ、ヒメザゼンソウ、アギナシ、スブタ、ヤナギスブタ、トチカ

ガミ、イトトリゲモ、ホッスモ、ミズオオバコ、セキショウモ、アマモ、イト

モ、ヒルムシロ、センニンモ、オヒルムシロ、ホソバミズヒキモ、サワラン、

カキラン、ミズトンボ、サギソウ、トキソウ、ノハナショウブ、カキツバタ、ミ

ズアオイ、ミクリ、ヤマトミクリ、タマミクリ、ナガエミクリ、コガマ、ホシク

サ、コイヌノヒゲ、イヌノヒゲ、ドロイ、マツバスゲ、ハリガネスゲ、オニス

ゲ、シラコスゲ、オオアゼスゲ、オニナルコスゲ、ヒトモトススキ、シロガ

ヤツリ、ヒメガヤツリ、オオヌマハリイ、サギスゲ、ミカヅキグサ、イトイヌノ

ハナヒゲ、コイヌノハナヒゲ、イヌノハナヒゲ、ハタベカンガレイ、ミヤマ

ホタルイ、ヒメホタルイ、ヒメカンガレイ、ツクシカンガレイ、タイワンヤマ

イ、フトイ、ヒメコヌカグサ、ヒナザサ、ヌマガヤ、マツモ、リュウキンカ、ミ

ツバノバイカオウレン、バイカモ、タチネコノメソウ、フサモ、サクラバハ

ンノキ、ウメバチソウ、ヒメオトギリ、ミズマツバ、ミズキカシグサ、ヒメビ

シ、ウスゲチョウジタデ、ミズユキノシタ、ミズタガラシ、ヒメタデ、ヤナギ

ヌカボ、モウセンゴケ、ヤナギトラノオ、クサレダマ、オオバツツジ、シロ

バナカモメヅル、オオマルバノホロシ、ミズハコベ、マルバノサワトウガ

ラシ、アブノメ、シソクサ、カワヂシャ、ミズネコノオ、ミズトラノオ、ノタヌ

キモ、イヌタヌキモ、ミミカキグサ、ホザキノミミカキグサ、ムラサキミミカ

キグサ、サワギキョウ、ミツガシワ、イナベアザミ、カセンソウ、コオニタビ

ラコ、ドクゼリ、ムカゴニンジン 

水域・湿地・ 

湿性草地 

主に湿地・水域に生息すること

から、事業実施想定区域に生育

環境が存在する場合は留意す

る必要があると予測する。 
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本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

 (3) 評価 

  1) 評価手法 

調査及び予測結果をもとに、植物の重要な種への重大な影響が、事業者の実行可能な範囲

で回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。 

 

  2) 評価結果 

   (a) 植物の重要な種 

予測の結果、主に樹林地や草地に生育する植物について、事業による生育環境の一部改変

により影響が生じる可能性がある。また、既存資料によると事業実施想定区域に湿地・水域

は存在しないが、今後そういった環境が確認された場合、湿地・水域を生育環境とする植物

が見つかる可能性があり、その場合は事業による生育環境の一部改変により影響が生じる

可能性があるため留意が必要である。 

ただし、今後の環境影響評価の現地調査において、重要な種の生育状況を把握し、以下に

示す「3) 方法書以降の手続等において留意する事項」を行うことにより、施設の設置によ

る重大な環境影響を回避又は低減することが可能であると評価する。 

 

   (b) 重要な植物群落及び巨樹・巨木林等 

事業実施想定区域内に、特定植物群落に選定されている鉢伏山のブナ林、鉢伏山のミズナ

ラ林が存在することから地形改変等に伴う影響が生じる可能性がある。 

ただし、今後の環境影響評価の現地調査において、植物の重要な種の生育環境、重要な植

物群落、巨樹・巨木林の分布状況をより詳細に把握し、以下に示す「3) 方法書以降の手続

等において留意する事項」を行うことにより、重大な環境影響を回避又は低減することが可

能であると評価する。 

 

  3) 方法書以降の手続において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・植物の重要な種の生育地について現況調査において十分に把握し、工事等に伴う改変の

程度を把握する。 

・現況調査のほか、最新の航空写真判読等により植生の現況を把握し、植生自然度の高い地

域や重要な植物群落を確認する。 

・上記の現地調査の結果を踏まえ、重要な種及び重要な群落等への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて「風力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐

採の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 
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生態系 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の重要な自然環境のまとまりの場の分布状況 

  2) 調査手法 

調査手法は、既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングとした。 

  3) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

  4) 調査結果 

既存文献等の収集整理及び専門家等へのヒアリングの結果、事業実施想定区域及びその周

囲において、法令や規制、資料等で指定を受けている重要な自然環境のまとまりの場として、

自然林(植生自然度 9)、特定植物群落、越前加賀海岸国定公園、重要野鳥生息地 (IBA)、生物

多様性重要地域(KBA)、保安林を確認した。これらの重要な自然環境のまとまりの場は表 4.

3-10及び図 4.3-7に示すとおりである。 

 

表 4.3-10 事業実施想定区域及びその周囲における重要な自然環境のまとまりの場 

選定基準 選定根拠 重要な自然環境のまとまりの場 

自然林 
自然草原 

「自然環境保全基礎調査 植生調査 第 2 回～5 回」における自
然草原、自然林(植生自然度 9 又は 10の区域) 

自然林 
・ブナクラス域自然植生 
・ヤブツバキクラス域自然植生 

自然草原 
・河辺・湿原・沼沢地・砂丘植生 

特定植物群落 
「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査 第 2、3、5 回」に
おける特定植物群落 

・鉢伏山のブナ林 

・鉢伏山のミズナラ林 
・栃ノ木峠附近のブナ林 

自然公園地域 

(国立公園、国定公園、
県立自然公園等) 

「自然公園法」(昭和 32 年、法律第 161 号)、「福井県立自然公
園条例」(昭和 33 年、条例第 53号)における自然公園の区域 

・越前加賀海岸国定公園 

重要野鳥生息地 
(IBA) 

「鳥類を指標とした重要な自然環境」に指定された区域 ・能郷白山、伊吹山地 

生物多様性重要地域 

(KBA) 
「日本国内にある世界の生物多様性保全にとって重要な地域」 ・能郷白山、伊吹山 

保安林 「森林法」(昭和 26 年、法律第 249 号)における保安林 ・保安林 

出典：「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 植生調査」 

(環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2年 4 月 24 日閲覧) 

「自然環境調査 Web-GIS shape データダウンロード 特定植物群落調査」 

 (環境省ホームページ http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-023.html 令和 2 年 4月 24 日閲覧) 

「国土数値情報 自然公園地域(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「各自然公園の区域図について」(福井県ホームページ 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/kouenkuikizu.html 令和 2 年 5月 7 日閲覧) 

「環境アセスメントデータベース(EADAS)」(環境省ホームページ https://www2.env.go.jp/eiadb/ebidbs/  

令和 2年 4 月 24 日閲覧) 

「国土数値情報 鳥獣保護区(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「ラムサール条約と条約湿地 -日本の条約湿地-」(環境省ホームページ 

http://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/index.html 令和 2年 4月 24日閲覧) 

「IMPORTANT BIRD AREAS IN JAPAN」(公益財団法人日本野鳥の会ホームページ  

https://www.wbsj.org/activity/conservation/habitat-conservation/iba/ 令和 2年 4 月 24 日閲覧) 

「KBA Key Biodiversity Area」(コンサベーション・インターナショナル・ジャパンホームページ 

http://kba.conservation.or.jp/index.html 令和 2年 4月 24日閲覧) 

「国土数値情報 森林地域(平成 27 年度)」(国土交通省ホームページ http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 
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図 4.3-7(1) 

重要な自然環境のまとまりの場 

出典：表 4.3-8 に示す 
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図 4.3-7(2) 

重要な自然環境のまとまりの場 

出典：表 4.3-8 に示す 
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 (2) 予測 

  1) 予測項目 

・事業実施想定区域及びその周囲における、重要な自然環境のまとまりの場の変化の程度 

 

  2) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と重要な自然環境のまとまりの場の重ね合わせにより地形

改変及び施設の存在、施設の稼働に伴う重要な自然環境のまとまりの場の変化の程度を整理

するものとした。 

 

  3) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

 

  4) 予測結果 

事業実施想定区域及びその周囲には、法令や規制、資料等で指定を受けている重要な自然

環境のまとまりの場として、自然林(植生自然度 9)、特定植物群落、越前加賀海岸国定公園、

重要野鳥生息地 (IBA)、生物多様性重要地域(KBA)、保安林が存在し、自然林(植生自然度 9)、

特定植物群落、越前加賀海岸国定公園、保安林は事業実施想定区域内に含まれることから、

事業によりその一部が改変され、影響を受ける可能性があると予測する。 
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 (3) 評価 

  1) 評価手法 

評価手法は、予測結果を基に重大な影響の発生の可能性を示し、今後事業計画を検討する

上で配慮が必要とされる事項を踏まえ、重大な影響の回避又は低減が将来的に可能であるか

を評価する手法とした。 

 

  2) 評価結果 

事業実施想定区域及びその周囲には、自然林(植生自然度 9)、特定植物群落、越前加賀海岸

国定公園、保安林等、生態系の基盤として注目される「重要な自然環境のまとまりの場」が

存在するため、地形改変等によりその「まとまりの場」等にも改変等の影響が及ぶ可能性が

ある。 

ただし、今後の環境影響評価の現地調査において、重要な自然環境のまとまりの場の分布

状況を詳細に把握し、以下に示す「3) 方法書以降の手続等において留意する事項」を行うこ

とにより、地形改変及び施設の存在に伴う重要な自然環境のまとまりの場の変化による重大

な環境影響を回避又は低減することが可能であると評価する。 

 

  3) 方法書以降の手続において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・現地調査のほか、最新の航空写真判読等により植生の現況を把握し、植生自然度の高い地

域を確認する。 

・隣接する重要な自然環境のまとまりの場についても十分に考慮し、道路工事等による影

響を適切に予測する。 

・現地調査等の結果を踏まえ、重要な自然環境のまとまりの場への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて「風力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐

採の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 
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景観 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・景観資源の分布状況 

・主要な眺望点の分布状況 

 

  2) 調査手法 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な景観資源及び眺望点の状況について、既存

資料調査の結果を整理した。 

 

  3) 調査地域 

調査対象範囲は、熟視角(対象をはっきりと見ることのできる視角)を 1 度とし、現在計画

中の風力発電機の高さ(最大 200m)より、垂直見込角が 1度以上になる範囲(11.5km以内)を算

出し調査対象範囲とした。垂直見込角の考え方を図 4.3-8に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3-8 垂直見込角の考え方 

  



 

 4-38 

(244)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

  4) 調査結果 

事業実施想定区域及びその周囲における景観資源は表 4.3-11及び図 4.3-9に、主要な眺

望点は表 4.3-12 及び図 4.3-10 に示すとおりである。 

 

表 4.3-11 景観資源 

No. 項目 名称 市町村名 

１ 河川 日野川峡谷 南越前町 

2  吉野瀬川(勝蓮華地区) 越前市 

3 湖沼 猪ヶ池 敦賀市 

4  池ノ河内湿原 敦賀市 

5  中池見湿地 敦賀市 

6 海岸 甲楽城海岸 南越前町 

7  杉津 敦賀市 

8  立石岬 敦賀市 

9  下長谷の洞窟 南越前町 

10  気比の松原 敦賀市 

11  色ヶ浜 敦賀市 

12  水島 敦賀市 

13  門ヶ埼 敦賀市 

14 道 湯尾峠 南越前町 

15  木ノ芽峠 敦賀市・南越前町 

16  越前・河野しおかぜライン 南越前町 

17  山中トンネル 敦賀市 

18  敦賀港線 敦賀市 

19  ループ線 敦賀市 

20 花 蓮田 南越前町 

21  花はす公園 南越前町 

22 建築物 アカタン砂防 南越前町 

23  気比神宮 敦賀市 

24  常宮神社 敦賀市 

25  黒河川鉄橋 敦賀市 

26 街並み 今庄 南越前町 

27  板取宿 南越前町 

28  河野の家並み 南越前町 

29  舟溜り地区 敦賀市 

30 その他 阿曽の棚田 敦賀市 

31  元比田のミカン畑 敦賀市 
出典：「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図(福井県)」（平成元年、環境庁) 

「国土数値情報 地域資源(平成 24 年度)」(国土交通省ホームページ  

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html) 

「福井ふるさと百景」(福井県ホームページ 

http://info.pref.fukui.lg.jp/hyakkei/index.html 令和 2年 4 月 22 日閲覧) 
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図 4.3-9 景観資源の状況 

出典：表 4.3-9に示す 
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表 4.3-12 主要な眺望点(1/2) 

No. 名称 町名 概要 出典 

1 
野坂いこいの森 

キャンプ場 
敦賀市 敦賀市の西部、野坂岳(914m)の麓にある林間のキャンプ場。 1,3 

2 アルペンローズ 365 南越前町 今庄 365スキー場に隣接。 1 

3 
河野キャンプ場 

めだかの学校 
南越前町 

清らかな水を湛えた河野川のほとりには、バンガロー、バーベキュ

ー舎があり、アウトドアライフを満喫することができる。 
1,4 

4 水島 敦賀市 

敦賀半島の先端に浮かぶ小さな無人島で、透明度の高い水質と白砂

が魅力的なビーチ。 海水浴期間中、毎日運航している渡し舟に乗

って島に渡る。 

1,2,3 

5 五幡海水浴場 敦賀市 
水の透明度が高く、遠浅のビーチで、車で浜辺まで入る事が出来

る。 
1,3 

6 手の浦海水浴場 敦賀市 
敦賀の中でも水がきれいで、若狭湾国定公園に指定されている。き

めの細かい白浜と海岸美が人気。 
1,3 

7 田結海水浴場 敦賀市 鞠山海水浴場の隣にあり、アクセスも便利。 1,3 

8 杉津海水浴場 敦賀市 
遠浅の海水浴場。 杉津一帯は海水浴だけでなく絶好の釣り場でも

ある。 
1,3 

9 鞠山海水浴場 敦賀市 
キャンプ場やバーベキューサイトの施設が充実しており、いろいろ

と満喫できる海水浴場。 
1,3 

10 名子海水浴場 敦賀市 
波も穏やかで、静かな海水浴場で地引網や、釣りイカダなども楽し

める。 
1,3 

11 
気比の松原 

(海水浴場) 
敦賀市 

白砂青松のコントラストが美しく、日本三大松原のひとつ。 浜茶

屋もたくさんあり、子供向けの海上遊具などの設備もあるのでカッ

プルや家族連れまで、幅広い層に人気の海水浴場。 

1,3,5 

12 江良海水浴場 敦賀市 
遠浅の海水浴場で、ゆっくり、のんびり泳ぎたいという方にはピッ

タリ。 
1,3 

13 白木海水浴場 敦賀市 
静かでプライベートビーチ感覚、穴場の海水浴場。水が大変きれい

で釣り客にも人気がある。 
1,3 

14 赤崎海水浴場 敦賀市 
平成 29 年リニューアルオープン。遠浅の海水浴場で、小さなお子

様連れでも安心して楽しめる海水浴場。 
3 

15 甲楽城海水浴場 南越前町 

近くには河野シーサイド温泉ゆうばえがあるほか、芝生団地もあ

り、開放的な海水浴場。毎年夏には、花火大会(約 7,000 発)が行わ

れる。 

1,4 

16 河野海水浴場 南越前町 南越前町の中で、国道 8 号からもっとも近い海水浴場。 1,2,4 

17 糠海水浴場 南越前町 
旅館・民宿が軒を連ねる長島地区に位置する海水浴場で、宿泊に便

利。 
1,4 

18 今庄 365スキー場 南越前町 

初級者から上級者まで楽しめる、変化に富んだ 8コースが整備され

た理想的なスキー場となっており、晴れた日には山頂から冬の日本

海、白山連峰が見渡せる絶好の景観がスキーヤー・スノーボーダー

にとって楽しく滑れるコースレイアウトとなっている。 

1,5 

19 
西方ヶ岳・蠑螺ヶ

岳 
敦賀市 

敦賀半島は、若狭湾の最も東に位置する福井県最大の半島で、西方

ヶ岳はその主峰。その稜線上の北側には蠑螺ヶ岳が連なっている。 

登山道は良く整備され、所々に標識も立っている。花崗岩の巨岩や

ブナ林があり山野草も多く、その上展望も素晴らしい。 

1,3 

20 鉢伏山 敦賀市 

福井県を嶺南と嶺北に分ける分水嶺が、木ノ芽断層が横切る鉢伏山

地。 その主峰が、鉢伏山であり、鉢を伏せた様な円味のある形か

ら名付けられたといわれている。 

1,4 

21 岩籠山 敦賀市 

敦賀市の南にあり、野坂岳、西方ヶ岳と共に敦賀三山として親しま

れ、県内はもとより関西、中京方面からの登山者も多く、山頂近く

のインディアン平原と呼ばれる笹原と巨岩が独特の雰囲気を醸し出

し人気の高い山。 

1,3 

22 野坂岳 敦賀市 

敦賀市内から望める山の中でも一際目を引くのが、敦賀平野の南に

そびえ敦賀で最も高い山「野坂岳」。登山道は、登山やハイキング

のために良く整備されており、コースの途中や頂上からの展望は抜

群。 

1,3,5 

23 点筒山 敦賀市 敦賀港を望める。 5 

24 蠑螺ヶ岳 敦賀市 砂の小島 2 つからなる水島を望める。 5 

25 山中峠 敦賀市 山中峠からは杉津を望める。 5 

26 藤倉山・鍋倉山 南越前町 

藤倉山は今庄の西側に位置する標高 643.5m の比較的低い山。ブナ

林を抜けてたどり着く藤倉山山頂からは日本海が眺められ、手軽に

楽しめるハイキングコース。 

4 

27 杣山 南越前町 
山全体が森林公園に指定され、遊歩道が整備されているので、ハイ

キングに絶好。 
1 

 



 

 4-41 

(247)  
本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

表 4.3-12 主要な眺望点(2/2) 

No. 名称 町名 概要 出典 

28 ホノケ山 南越前町 
登山道も整備され，山頂からは日本海が遠望でき、3 月～4

月頃の天気が良い日には、福井市や敦賀半島が見渡せる。 
1,4 

29 野見ケ岳 南越前町 
日野山，岩谷山と連山をなす。登山・ハイキングに絶好。

頂上に武周ケ池がある。 
1 

30 日野山  南越前町 

越前市と南越前町の境に位置し、標高 795m。山頂からは天

気に恵まれれば、西から北の方角に日本海、遠く三国の海

まで、東方は白山や御嶽山が見える。 

2 

31 道の駅河野 南越前町 

越前加賀海岸国定公園の南玄関口、国道 8号沿いに位置す

る道の駅河野は、若狭湾や敦賀半島を一望できる。施設の

目印となる羽根の大きさ 10mの風車がシンボル。 

1 

32 
越前・河野 

しおかぜライン 
南越前町 

河野地区は福井県を代表する景勝地で国定公園に指定され

ている。越前海岸に沿って整備され、越前・河野しおかぜ

ラインから見える風景は美しい。 

5 

33 
杉津パーキングエリ

ア 
敦賀市 

北陸本線旧線の杉津駅の跡地に建設。素晴らしい景観を見

ることができる。 
5 

出典：令和 2年 4 月 22 日閲覧 

1.「全国観るナビ」(公益社団法人日本観光振興協会ホームページ http://www.nihon-kankou.or.jp/) 

2.「ふくいドットコム」(公益社団法人 福井県観光連盟ホームページ https://www.fuku-e.com/) 

3.「敦賀観光案内サイト 漫遊敦賀」(一般社団法人 敦賀観光協会ホームページ http://www.turuga.org/) 

4.「南越前町観光情報サイト」(南越前町役場観光まちづくり課 

ホームページ http://www.minamiechizen.com/tabid/36/Default.aspx) 

5.「福井ふるさと百景」(福井県ホームページ http://info.pref.fukui.lg.jp/hyakkei/index.html) 
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図 4.3-10 

主要な眺望点の状況 

出典：表 4.3-10 に示す 
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 (2) 予測 

  1) 予測項目 

・主要な景観資源及び眺望点への影響 

・主要な眺望景観への影響(主要な眺望点からの垂直見込角) 

 

  2) 予測手法 

   (a) 主要な景観資源及び眺望点への影響 

地形改変及び施設の存在に伴う主要な景観資源及び眺望点への影響について、事業実施

想定区域との位置関係より直接改変の有無を整理した。 

 

   (b) 主要な眺望景観への影響 

主要な眺望点から風力発電機を見た際の垂直見込角を算出した。風力発電機の高さは、現

在計画中の風力発電機の最大の高さ(最大 200m)とした。 

 

  3) 予測地域 

 調査地域と同様とした。 

 

  4) 予測結果 

   (a) 主要な景観資源及び眺望点への影響 

主要な景観資源及び眺望点の分布状況と事業実施想定区域を重ね合わせた結果、眺望点

である「鉢伏山」が事業実施想定区域に含まれることから、事業の実施に伴う眺望点の直接

改変の影響を受ける可能性があると予測する。 

 

   (b) 主要な眺望景観への影響 

主要な眺望点から風力発電機を見た際の垂直見込角では、事業実施想定区域内に位置す

る鉢伏山では計算上で垂直見込角が最大で 90度近くとなる。次いで大きいものは、山中峠

で 20.0 度、アルペンローズ 365で 16.5度、今庄 365スキー場で 15.6度、杉津パーキング

エリアで 14.7度、五幡海水浴場で 12.8度と予測された。 

主要な眺望点から風力発電機を見た際の垂直見込角は表 4.3-13 に、可視領域は図 

4.3-11に示すとおりである。 
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表 4.3-13 風力発電機の垂直見込角 1度以上が予測される眺望点 

No.※ 名称 
離隔距離 
(km) 

垂直見込角 
(度) 

2 アルペンローズ 365 0.7 16.5 

3 河野キャンプ場めだかの学校 3.5 3.2 

4 水島 6.2 1.9 

5 五幡海水浴場 0.9 12.8 

6 手の浦海水浴場 5.6 2.1 

7 田結海水浴場 3.1 3.6 

8 杉津海水浴場 2.2 5.3 

9 鞠山海水浴場 3.3 3.5 

10 名子海水浴場 7.1 1.6 

11 気比の松原(海水浴場) 7.2 1.6 

12 江良海水浴場 1.7 6.7 

13 白木海水浴場 11.5 1.0 

14 赤崎海水浴場 2.7 4.2 

15 甲楽城海水浴場 8.5 1.3 

16 河野海水浴場 5.2 2.2 

17 糠海水浴場 10.1 1.1 

18 今庄 365 スキー場 0.7 15.6 

19 西方ヶ岳・蠑螺ヶ岳 8.2 1.4 

20 鉢伏山 事業実施想定区域内 90> 

23 点筒山 5.1 2.2 

24 蠑螺ヶ岳 8.2 1.4 

25 山中峠 0.5 20.0 

26 藤倉山・鍋倉山 3.0 3.8 

27 杣山 8.3 1.4 

28 ホノケ山 1.7 6.8 

30 日野山  10.6 1.1 

31 道の駅河野 2.2 5.1 

32 越前・河野しおかぜライン 4.3 2.6 

33 杉津パーキングエリア 0.8 14.7 

※No.は表 4.3-10 と統一 
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図 4.3-11 

主要な眺望点の状況 

(可視領域) 

 

 

（垂直見込角 1 度以上） 

出典：表 4.3-10 に示す 
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 (3) 評価 

  1) 評価手法 

予測結果をもとに、主要な景観資源及び眺望点、並びに主要な眺望景観への重大な影響が、

事業者の実行可能な範囲で回避又は低減が将来的に可能であるかを評価した。なお、垂直見

込角の評価は、表 4.3-14 に示す「景観ガイドライン(案)」(UHV 送電特別委員会環境部会立

地分科会)の「垂直見込角と鉄塔の見え方の知見、1981 年」を参考に行った。 

 

表 4.3-14 垂直見込角と鉄塔の見え方の知見 

垂直見込角 鉄塔の見え方の知見 

0.5° 輪郭がやっとわかる。季節と時間(夏の午後)の条件は悪く、ガスのせいもある。 

1.0° 十分見えるけれど、景観的にはほとんど気にならない。ガスがかかって見えにくい。 

1.5～2° 

シルエットになっている場合には良く見え、場合によっては景観的に気になり出す。

シルエットにならず、さらに環境融和塗色がされている場合には、ほとんど気になら

ない。光線の加減によっては見えないこともある。 

3° 比較的細部まで良く見えるようになり、気になる。圧迫感は受けない。 

5～6° 
やや大きく見え、景観的にも大きな影響がある(構図を乱す)。架線もよく見えるよう

になる。圧迫感はあまり受けない(上限か)。 

10～12° 
目いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の

景観要素としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。 

20° 見上げるような仰角にあり、圧迫感も強くなる。 

出典：「景観対策ガイドライン(案)」(1981 年、UHV 送電特別委員会環境部会立地分科会)  

 

  2) 評価結果 

   (a) 主要な景観資源及び眺望点への影響 

予測の結果、眺望点である「鉢伏山」が存在することから、地形改変及び施設の存在によ

る影響を受ける可能性がある。 

ただし、今後の環境影響評価の現地調査において、景観資源及び眺望点の利用環境等を把

握し、以下に示す「3) 方法書以降の手続等において留意する事項」を行うことにより、重

大な環境影響を回避又は低減することが可能であるものと評価する。 

 

   (b) 主要な眺望景観への影響 

表 4.3-14に示した「景観ガイドライン(案)」(UHV送電特別委員会環境部会立地分科会、

1981 年)の「垂直見込角と鉄塔の見え方の知見」によると、垂直見込角が 10～12 度で「目

いっぱいに大きくなり、圧迫感を受けるようになる。平坦なところでは垂直方向の景観要素

としては際立った存在になり周囲の景観とは調和しえない。」とされている。この点を踏ま

えると、主要な眺望点 33 地点のうち、鉢伏山、山中峠、アルペンローズ 365、今庄 365 ス

キー場、杉津パーキングエリア、五幡海水浴場の 6地点で垂直込角が 10度以上となり、眺

望景観への影響が生じる可能性が高い。 

これらの眺望点については、今後の環境影響評価の現地調査において、眺望景観を把握し、

以下に示す「3) 方法書以降の手続等において留意する事項」を行うことにより、重大な環

境影響を回避又は低減することが可能であると評価する。 
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  3) 方法書以降の手続において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・配慮書では、事業計画が検討中であり、風力発電機配置が未定で現地調査を実施していな

いため、予測及び評価が簡易的で不確実性を伴うものとなっている。このため、方法書以

降の手続において、風力発電機の機種(風力発電機の高さ)及び配置等から可視領域図を

作成し、現地調査を実施した上で実際の眺望景観を適切に把握する。 

・主要な眺望点及び景観資源の分布状況や利用環境等に配慮して風力発電機の配置等、事

業計画を詳細に検討する。 

・方法書以降に現地調査を実施し、眺望方向、眺望点の利用状況、樹林や地形による遮蔽の

有無、眺望景観の状況等を把握し、調査結果を踏まえ風力発電機の配置計画を検討する。 

・上記の現地調査の結果を踏まえ、必要に応じて眺望点からのフォトモンタージュを作成

することで、主要な眺望景観への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風力発電機

の配置計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐採の最小限化」等の環境保全措置を検討す

る。 
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人と自然との触れ合いの活動の場 

 (1) 調査 

  1) 調査項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況 

  2) 調査手法 

調査手法は、既存資料等の収集整理とした。 

  3) 調査地域 

事業実施想定区域及びその周囲とした。 

  4) 調査結果 

調査結果は、表 4.3-15及び図 4.3-12に示すとおりである。 

 

表 4.3-15 事業実施想定区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場(1/2) 

No. 名称 町名 概要 出典 

1 アルペンローズ 365 南越前町 今庄 365スキー場に隣接。 1 

2 
河野キャンプ場 

めだかの学校 
南越前町 

清らかな水を湛えた河野川のほとりには、バンガロー、バーベキュー舎が

あり、アウトドアライフを満喫することができる。 
1,3 

3 水島 敦賀市 
敦賀半島の先端に浮かぶ小さな無人島で、透明度の高い水質と白砂が魅力

的なビーチ。 海水浴期間中、毎日運航している渡し舟に乗って島に渡る。 
1,2,3 

4 五幡海水浴場 敦賀市 水の透明度が高く、遠浅のビーチで、車で浜辺まで入る事が出来る。 1,3 

5 手の浦海水浴場 敦賀市 
敦賀の中でも水がきれいで、若狭湾国定公園に指定されている。きめの細

かい白浜と海岸美が人気。 
1,3 

6 田結海水浴場 敦賀市 鞠山海水浴場の隣にあり、アクセスも便利。 1,3 

7 杉津海水浴場 敦賀市 遠浅の海水浴場。 杉津一帯は海水浴だけでなく絶好の釣り場でもある。 1,3 

8 鞠山海水浴場 敦賀市 
キャンプ場やバーベキューサイトの施設が充実しており、いろいろと満喫

できる海水浴場。 
1,3 

9 名子海水浴場 敦賀市 波も穏やかで、静かな海水浴場で地引網や、釣りイカダなども楽しめる。 1,3 

10 気比の松原海水浴場 敦賀市 

白砂青松のコントラストが美しく、日本三大松原のひとつ。 浜茶屋もたく

さんあり、子供向けの海上遊具などの設備もあるのでカップルや家族連れ

まで、幅広い層に人気の海水浴場。 

1,3 

11 江良海水浴場 敦賀市 遠浅の海水浴場で、ゆっくり、のんびり泳ぎたいという方にはピッタリ。 1,3 

12 赤崎海水浴場 敦賀市 
平成 29 年リニューアルオープン。遠浅の海水浴場で、小さなお子様連れで

も安心して楽しめる海水浴場。 
3 

13 甲楽城海水浴場 南越前町 
近くには河野シーサイド温泉ゆうばえがあるほか、芝生団地もあり、開放

的な海水浴場。毎年夏には、花火大会(約 7,000 発)が行われる。 
1,3 

14 河野海水浴場 南越前町 南越前町の中で、国道 8 号からもっとも近い海水浴場。 1,2,3 

15 今庄 365スキー場 南越前町 

初級者から上級者まで楽しめる、変化に富んだ 8コースが整備された理想

的なスキー場となっており、晴れた日には山頂から冬の日本海、白山連峰

が見渡せる絶好の景観がスキーヤー・スノーボーダーにとって楽しく滑れ

るコースレイアウトとなっている。 

1 

16 鉢伏山 敦賀市 

福井県を嶺南と嶺北に分ける分水嶺が、木ノ芽断層が横切る鉢伏山地。 そ

の主峰が、鉢伏山であり、鉢を伏せた様な円味のある形から名付けられた

といわれている。 

1,3 

17 藤倉山・鍋倉山 南越前町 

藤倉山は今庄の西側に位置する標高 643.5m の比較的低い山。ブナ林を抜

けてたどり着く藤倉山山頂からは日本海が眺められ、手軽に楽しめるハイ

キングコース。 

3 

18 杣山 南越前町 
山全体が森林公園に指定され、遊歩道が整備されているので、ハイキング

に絶好。 
1 

19 ホノケ山 南越前町 
登山道も整備され，山頂からは日本海が遠望でき、3 月～4月頃の天気が良

い日には、福井市や敦賀半島が見渡せる。 
1,3 

20 松原公園 敦賀市 

気比の松原は三保の松原、虹の松原とともに日本三大松原のひとつに数

えられる 国の名勝地。青い海と白砂青松の織りなす光景は、まさに自然

美の傑作。 

1 
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表 4.3-15 事業実施想定区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場(2/2) 

No. 名称 町名 概要 出典 

21 鞠山海遊パーク 敦賀市 
敦賀新港に整備された親水エリア。磯遊びができるよう、大小の石が敷

き詰めた浅瀬が造られている。 
2,3 

22 金ヶ崎緑地 敦賀市 
敦賀港のシンボル緑地で、海沿いに敷設されたボードウォーク・ボード

デッキからは敦賀港を一望することができる。 
3 

23 
レインボーパーク 

南条 
南越前町 

日野川の清流の横にある河川公園で、マレットゴルフ場や、バーベキュ

ー等も行なえる他、せせらぎでの水遊びや多目的広場でのレクレーショ

ンが楽しめる。 

1,4 

24 シーサイドパーク 南越前町 

いつでも日常的に利用できる公園施設。多目的広場や日本海の夕陽・漁

火を眺望できるサンセットテラス。芝生公園の中には大型遊具もあり、

夜には噴水が七色にライトアップされ、とても幻想的。 

4 

出典：令和 2年 4 月 22 日閲覧 

1.「全国観るナビ」(公益社団法人日本観光振興協会ホームページ http://www.nihon-kankou.or.jp/) 

2.「ふくいドットコム」(公益社団法人 福井県観光連盟ホームページ https://www.fuku-e.com/) 

3.「敦賀観光案内サイト 漫遊敦賀」(一般社団法人 敦賀観光協会ホームページ http://www.turuga.org/) 

4.「南越前町観光情報サイト」(南越前町役場観光まちづくり課 

ホームページ http://www.minamiechizen.com/tabid/36/Default.aspx) 
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図 4.3-12 

主要な人と自然との触れ合い 

の活動の場 

出典：表 4.3-13 に示す 
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 (2) 予測 

  1) 予測項目 

・事業実施想定区域及びその周囲の主要な人と自然との触れ合いの活動の場への影響 

  2) 予測手法 

予測手法は、事業実施想定区域と人と自然との触れ合いの活動の場の重ね合わせにより直

接改変の程度を整理するものとした。 

  3) 予測地域 

調査地域と同様とした。 

  4) 予測結果 

予測結果は、図 4.3-12に示すとおりである。 

主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布状況と事業実施想定区域を重ね合わせた結

果、事業実施想定区域内に「鉢伏山」が存在するため、事業の実施による直接改変の影響を

受ける可能性がある。 

 

 (3) 評価 

  1) 評価手法 

評価手法は、予測結果を基に重大な影響の発生の可能性を示し、今後、事業計画を検討す

る上で配慮が必要とされる事項を踏まえ、重大な影響の回避又は低減が将来的に可能である

かを評価する手法とした。 

  2) 評価結果 

予測の結果、事業実施想定区域内に人と自然との触れ合いの活動の場として「鉢伏山」が

存在するため、事業の実施による直接改変の影響を受ける可能性がある。 

ただし、今後の環境影響評価の現地調査において、人と自然との触れ合いの活動の場の利

用環境等を把握し、以下に示す「3) 方法書以降の手続等において留意する事項」を行うこと

により、重大な環境影響を回避又は低減することが可能であると評価する。 

  3) 方法書以降の手続等において留意する事項 

調査、予測及び評価の結果を考慮し、以下の事項に留意する。 

・配慮書では、事業計画が検討中であり、風力発電機配置が未定で現地調査を実施していな

いため、予測及び評価が簡易的で不確実性を伴うものとなっている。このため、方法書以

降の手続において、施設の管理者ヒアリングや現地調査を実施し、実際の人と自然との

触れ合いの活動の場の利用環境及び利用状況を適切に把握する。 

・現地調査の結果を踏まえ、人と自然との触れ合いの活動の場への影響の程度を適切に予

測し、必要に応じて「風力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐

採の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 
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4.4 総合的な評価 

表 4.4-1 評価の総括表(1/2) 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続において留意する事項 

騒音及び 

超低周波音 

 

 

事業実施想定区域から2.0km以内に住居等や配

慮が特に必要な施設が存在するため、これらの住

居等や配慮が特に必要な施設では風力発電機の

稼働に伴う騒音及び超低周波音の影響が生じる

可能性がある。ただし、「方法書以降の手続にお

いて留意する事項」を行うことにより、施設の稼

働によって発生する騒音及び超低周波音の重大

な環境影響を回避又は低減することが可能であ

ると評価する。 

 

現地調査等を行い、事業実施想定区域の周囲の騒

音及び超低周波音の状況を現地調査にて適切に把握

する。 

現地調査の結果を踏まえ、選定した風力発電機の

機種から音響パワーレベルを設定した上で影響の程

度を適切に予測し、必要に応じて「風力発電機の配置

計画の見直し」等の環境保全措置を検討する。 

重要な地形

及び地質 

事業実施想定区域内には「甲楽断層に沿う平坦

地形と風窓」「鉢伏山の花崗岩と元比田礫岩」「柳

ヶ瀬断層・板取の宿」「敦賀湾東岸の扇状地・扇

状地様台地・後背湿地」「河野村河内南方のチャ

ート礫岩」が存在することから、これらの重要な

地形及び地質は、直接改変による影響が生じる可

能性がある。ただし、「方法書以降の手続等にお

いて留意する事項」を行うことにより、重大な環

境影響を回避又は低減することが可能であると

評価する。 

 

現地調査等を行い、重要な地形及び地質の分布状

況に配慮して風力発電機の配置計画などを検討す

る。 

現地調査の結果を踏まえ、重要な地形及び地質へ

の影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風力発

電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変の最

小限化」等の環境保全措置を検討する。 

風車の影  事業実施想定区域から風車の影に関する影響

範囲の約 1.6km 以内に住居等が存在するため、風

車の影による影響が予想される。ただし、風力発

電機の設置位置は、これらの住居等からは十分な

離隔をとることを検討しており、機種又は配置を

事業者が実行可能な範囲で考慮する(風力発電機

と住居等との離隔をさらに大きくする等)ことに

より、施設の稼働によって発生する風車の影によ

る重大な環境影響を回避又は低減することが可

能であると評価する。 

 現地調査等を行い、事業実施想定区域周囲におけ

る住居等の位置関係や遮蔽物等の状況を適切に把握

する。 

現地調査の結果を踏まえ調査範囲については、ロ

ーター直径 10倍(10D)の範囲内に縛られることなく、

配慮が必要な施設等の分布状況を考慮し、必要に応

じて 10D よりも広めに設定した上で、選定した風力

発電機の機種及び配置から作成した日影図等により

影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風力発電

機の配置計画の見直し」等の環境保全措置を検討す

る。 

 

動物  動物の重要な種については、事業による生息環

境の一部改変や風力発電機への接触等による影

響を受ける可能性があり、また、越前加賀海岸国

定公園の特別地域が存在しており、事業による生

息環境の一部改変による影響を受ける可能性が

ある。ただし、今後の環境影響評価の現地調査に

おいて、重要な動物の生息状況を把握し、「方法

書以降の手続等において留意する事項」を行うこ

とにより、重大な環境影響を回避又は低減するこ

とが可能であると評価する。 

 

 現況調査の結果を踏まえ、重要な種及び注目すべ

き生息地への影響の程度を適切に予測する。 

現地調査では渡り鳥のルートやコウノトリ等注目種

の生息状況・飛翔状況等を把握し、施設の稼働や存在

等に伴う影響を予測し、注目すべき生息地について

も十分に考慮し、工事等による影響を適切に予測す

る。 

予測結果を踏まえ、必要に応じて「風力発電機の配

置等、事業計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐採

の最小限化」等の環境保全措置を検討する。 

植物 植物の重要な種について、事業による生育環境

の一部改変により影響が生じる可能性があり、ま

た、事業実施想定区域内に特定植物群落に選定さ

れている鉢伏山のブナ林、鉢伏山のミズナラ林が

存在することから地形改変により影響が生じる

可能性があると予測された。ただし、今後の環境

影響評価の現地調査において、重要な種の生育状

況及び生育環境、重要な植物群落、巨樹・巨木林

の分布状況を把握し、「方法書以降の手続等にお

いて留意する事項」を行うことにより、施設の設

置による重大な環境影響を回避又は低減するこ

とが可能であると評価する。 

 

植物の重要な種の生育地を現況調査において十分に

把握し、工事等に伴う改変の程度を把握する。また、

最新の航空写真判読等により植生の現況を把握し、

植生自然度の高い地域や重要な植物群落を確認す

る。 

現地調査の結果を踏まえ、重要な種及び重要な群落

等への影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風

力発電機の配置等、事業計画の見直し」、「土地改変

及び樹木伐採の最小限化」等の環境保全措置を検討

する。 
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本ページに記載した内容は、計画段階環境
配慮書に記載した内容と同じである。 
 

表 4.4-1 評価の総括表(2/2) 

環境要素 評価結果 方法書以降の手続において留意する事項 

生態系  事業実施想定区域及びその周囲には、自然林

(植生自然度 9)、特定植物群落、越前加賀海岸国

定公園、保安林が存在し、これらは、地形改変に

より影響が生じる可能性がある。ただし、今後の

環境影響評価の現地調査において、重要な自然環

境のまとまりの場の分布状況を把握し、「方法書

以降の手続等において留意する事項」を行うこと

により、重大な環境影響を回避又は低減すること

が可能であると評価する。 

 

現地調査のほか、最新の航空写真判読等により植

生の現況を把握し、植生自然度の高い地域を確認す

る。また、隣接する重要な自然環境のまとまりの場に

ついても十分に考慮し、道路工事等による影響を適

切に予測する。 

現地調査等の結果を踏まえ、重要な自然環境のま

とまりの場への影響の程度を適切に予測し、必要に

応じて「風力発電機の配置等、事業計画の見直し」、

「土地改変及び樹木伐採の最小限化」等の環境保全

措置を検討する。 

 

景観 主要な眺望点となる鉢伏山が存在することか

ら、事業の実施による直接改変の影響を受ける可

能性がある。ただし、今後の環境影響評価の現地

調査において、景観資源及び眺望点の利用環境等

を把握し、「方法書以降の手続等において留意す

る事項」を行うことにより、重大な環境影響を回

避又は低減することが可能であると評価する。 

また、眺望景観については、主要な眺望点のう

ち、鉢伏山、山中峠、アルペンローズ 365、今庄

365 スキー場、五幡海水浴場において垂直見込角

が 10 度以上となり、眺望景観への影響が生じる

可能性が高い。ただし、「方法書以降の手続等に

おいて留意する事項」を行うことにより、重大な

環境影響を回避又は低減することが可能である

と評価する。 

 

 事業計画が検討中であり、予測及び評価が簡易的

で不確実性を伴うものとなっているため、風力発電

機の機種(風力発電機の高さ)及び配置等から可視領

域図を作成し、現地調査を実施した上で実際の眺望

景観を適切に把握する。また、主要な眺望点及び景観

資源の分布状況や利用環境等に配慮して風力発電機

の配置計画等を検討する。 

現地調査では、眺望方向、眺望点の利用状況、樹林

や地形による遮蔽の有無、眺望景観の状況等も把握

し、調査結果を踏まえ風力発電機の配置計画を検討

する。 

現地調査の結果を踏まえ、眺望点からのフォトモ

ンタージュを作成することで、主要な眺望景観への

影響の程度を適切に予測し、必要に応じて「風力発電

機の配置計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐採の

最小限化」等の環境保全措置を検討する。 

 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

予測の結果、事業実施想定区域内に人と自然と

の触れ合いの活動の場として「鉢伏山」が存在す

るため、事業の実施による直接改変の影響を受け

る可能性がある。ただし、「方法書以降の手続等

において留意する事項」を行うことにより、重大

な環境影響を回避又は低減することが可能であ

ると評価する。 

 

施設の管理者へのヒアリングや現地調査を実施

し、実際の人と自然との触れ合いの活動の場の利用

環境及び利用状況を適切に把握する。 

現地調査の結果を踏まえ、人と自然との触れ合い

の活動の場への影響の程度を適切に予測し、既設風

力発電機・計画風力発電機との累積的影響について

も考慮しながら必要に応じて「風力発電機の配置等、

事業計画の見直し」、「土地改変及び樹木伐採の最小

限化」等の環境保全措置を検討する。 
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（白紙のページ） 
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